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１．概要 

再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設に関する「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表

等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」に示す設工認申請対

象設備の選定の基本的な考え方に基づき実施する選定作業について補足説明するもので

ある。 

 

２．設工認申請対象設備の選定 

（１）設工認申請対象設備の選定の考え方 

a. 設工認申請の対象となる設備は、基本設計方針の要求種別を踏まえ、事業変更許可

申請書で担保した事項を実現するための設備（許可整合）、および、技術基準の要

求事項を満足するための設備（技術基準適合）を選定する。 

b. 基本設計方針の要求種別が機能要求②に関係する設備は、仕様表対象設備となり、

それらには機器単体で技術基準への適合や基本設計を達成するものと、系統とし

て技術基準への適合や基本設計を達成するものがあることから、系統として安全

機能（設計要件）を達成するものに対して、設備構成情報等を示す設計図書に対す

る色塗りにより安全機能に関係する対象範囲や対象機器を抽出する。 

c. 機能要求②に該当する項目に関係する設備を基本設計方針の項目と併せてリスト

化するとともに、その中で系統として安全機能（設計要件）を達成するものを明確

化し、その対象設備と設計情報（設備構成情報等を示す設計図書）及び色塗り結果

とを紐づけすることにより、対象範囲や対象機器の抽出を抜けなく行う。 

d. 設置要求、機能要求①のように機器単体の機能、性能を達成するものについては、

機器リスト等の設計図書等を用いて対象設備をリストに纏める。また、基本設計方

針の項目ごとの要求種別および該当する対象設備の整理結果については『共通 06

を受けた個別条文での対応 別紙－２「基本設計方針の申請書単位での展開表」』

へ反映する。 

e. しゅん工または試験運転中の再処理施設、廃棄物管理施設については、今回の設工

認における変更事項を申請対象とするため、「共通０２ 事業変更許可申請書で新

規制基準を受けて追加等した項目の明確化」、「共通０３ （技術基準規則）新規

制基準を受けて追加等された要求事項及び変更等した項目の明確化」で変更あり

とした事項と基本設計方針との紐づけにより変更となる基本設計方針の機能要求

②を抽出することにより、変更申請で明確にすべき仕様表対象となる機器等を抽

出する。既設工認から変更のない仕様表対象設備については、適正化を行う必要性

を評価した上で、抽出作業を実施する。 

f. なお、試験運転中の再処理施設については、新規制基準を受けて新たに追加する機

器以外は、設工認の認可を得ており、上述の安全機能（設計要件）との関係を踏ま

えると必須ではない機器等も系統説明図において基本設計方針対象設備として申

請対象となっている。このため、検査対象機器の範囲を明確化することを目的とし

て、改めてこの関係性について既工認の系統説明図等を含めて設工認申請対象と



2 

 

なる設備等の抽出を行う。 

 

（２）申請対象設備の具体的な抽出手順 

   申請対象設備の抽出については、以下の手順で行う。 

a. 設備の分類 

（a） 基本設計方針で整理した主要な設備と要求種別（機能要求②）について「系

統として機能、性能を達成するもの（例：プール水冷却／換気／圧縮空気等）」

と「機器単体で機能、性能を達成するもの（例：電気盤／計器／放管モニタ

等）」に分類する。 

（b） この際、基本設計方針と要求種別、対象設備と併せて、基本設計方針の項目

ごとに技術基準の条項と紐づけを行い、色塗りを行う系統との関係を明確に

する。 

b. 色塗りによる設備の抽出 

（a） 系統として機能、性能を達成するものは、要求される機能、性能を達成する

ために必要となる主要機器、配管等を主流路として設定し、系統図（設計図

書等）に主流路上の機器、配管等の色塗り等を行う。なお、テストライン、

バイパスライン、ベント・ドレンライン等は主流路の対象としない。 

（b） 系統として機能、性能を達成するものを抽出する際は、要求される機能、性

能を達成するために必要な関連設備（電気設備、計装設備等）も合わせて抽

出作業を行う。 

（c） 主配管、ダクトは、用途（機能）、使用範囲等を明確にするため、設計基準対

象施設のみの境界、重大事故等対処設備のみの境界、兼用設備の境界等がわ

かるように色塗り等を行う。 

（d） 機器単体で機能、性能を達成するものについては、機器リスト（設計図書等）

に色塗り等を行う。 

（e） 色塗り等を行ったエビデンス設計図書等（色塗り系統図等）を取り纏め、設

備ごとの事業変更許可及び技術基準規則との関係、既設工認可からの変更等

を整理表等で整理し、選定ガイドに沿って抜け漏れなく抽出できていること

を確認する。 

 

c. 抽出結果の設備リストへの反映 

（a） 抽出した対象設備はリスト化する。 

（b） 抽出した機器等をリストに反映する際には配管やダクト、設備一式を設置す

るもの、インターロック等は以下に示すとおり記載する。 

イ) 配管及びダクトは説明対象となる技術基準適合性の項目が同じものは

from-to で分解せず、「主配管 一式」として記載する。 

ロ) 設備一式を設置することで適合性を示すものも「〇〇設備 一式」として

記載する。 
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ハ) 計装設備のインターロックは、作動させる検出端となる計器と機器の停止

等の動作に係るインターロック（停止回路等）の各々について仕様表を作

成するため、計器とインターロックはリスト上分けて記載し、インターロ

ック側で検出端となる計器との紐づけが分かるように記載する。 

（例：温度高により加熱蒸気を停止するインターロック（〇〇蒸発缶温度）） 

（c） なお、設計進捗等によりリストの変更が必要になった場合は、リストの見直

しを実施する。 

 

（３）申請対象設備選定の結果 

『共通 06を受けた個別条文での対応 別紙－２「基本設計方針の申請書単位での展

開表」』からの申請対象設備選定結果を別紙－１及び別紙－２に示す。 

 

３．まとめ 

各条文の『共通 06を受けた個別条文での対応 別紙－２「基本設計方針の申請書

単位での展開表」』に係る作業結果を踏まえ、適宜、申請対象設備リストの見直しを

行い、以下の共通資料へ反映する。 

（１）申請対象設備の抽出結果を「共通０４ 分割申請における考え方」へ反映する。 

（２）申請対象設備の抽出結果を設備リストにて整理し、「共通０５ 工事工程等を踏ま

えた分割申請計画（分割申請数、申請予定時期、分割の理由）」へ反映する。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

以  上 



 
 

 

別紙



 

共通 09 【申請対象設備の選定】 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-1 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 
10/1 0 

今後実施（設計中）の設備については、別

紙 1-24に示す。 

別紙 1-2 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

再処理設備本体（溶解施設） 

10/5 

10/14 
0 10/5提出した対象は、溶解設備のみ。 

別紙 1-3 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

再処理設備本体（分離施設） 
10/14 0 

 

別紙 1-4 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

再処理設備本体（精製施設） 
10/14 0 

 

別紙 1-5 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

再処理設備本体（脱硝施設） 
10/14 0 

 

別紙 1-6 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

再処理設備本体（酸及び溶媒の回収施設） 
10/14 0 

 

別紙 1-7 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

計測制御系統施設 
10/14 0 

 

別紙 1-8 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

放射性廃棄物の廃棄施設（気体廃棄物の廃

棄施設） 

10/1 

10/14 
0 

10/1提出した対象は、せん断処理・溶解廃

ガス処理設備のみ。 

別紙 1-9 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

放射性廃棄物の廃棄施設（液体廃棄物の廃

棄施設） 

10/14 0 

 



別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-10 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

放射性廃棄物の廃棄施設（固体廃棄物の廃

棄施設） 

10/14 0 

別紙 1-11 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

放射線管理施設 
10/14 0 

今後実施（設計中）の設備については、別

紙 1-24に示す。 

別紙 1-12 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（電気設備） 
10/14 0 

別紙 1-13 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（圧縮空気設

備） 

10/14 0 
今後実施（設計中）の設備については、別

紙 1-24に示す。 

別紙 1-14 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（給水処理設

備） 

10/14 0 
今後実施（設計中）の設備については、別

紙 1-24に示す。 

別紙 1-15 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（冷却水設

備） 

10/5 

10/14 
0 

10/5提出した対象は、外部ループ及び前処

理建屋の内部ループ、代替安全冷却水系。 

別紙 1-16 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（蒸気供給設

備） 

10/7 0 

別紙 1-17 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（分析設備） 
10/14 0 



別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-18 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（化学薬品貯

蔵供給設備） 

10/14 0 

別紙 1-19 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設（火災防護設

備） 

10/1 0 
今後実施（設計中）の設備については、別

紙 1-24に示す。 

別紙 1-20 
申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

後次回にて詳細化する設備 
10/1 0 



 

共通 09 【申請対象設備の選定】 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX燃料加工施設 

別紙 2-1 

申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

11条：火災等による損傷の防止 

29条：火災等による損傷の防止 

09/17 2 

 

別紙 2-2 
申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

15条：材料及び構造 
09/17 2 

 

別紙 2-3 
申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

20条：廃棄施設 
09/17 2 

 

別紙 2-4 
申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

23条：換気設備 
09/17 2 

 

別紙 2-5 
申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

18条：警報設備 
09/17 1 

 

別紙 2-6 
申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

24条：非常用電源設備 
09/17 0 

 

別紙 2-7 
申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

後次回にて詳細化する設備 
10/7 1 
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別紙１—16 

申請対象設備の抽出作業結果（再処理） 

その他再処理設備の附属施設 

（蒸気供給設備） 

 
 



 

１．申請対象設備リスト 

 

２．申請対象設備抽出結果 

２．１ 申請対象設備抽出結果（安全蒸気系） 

 

３．関連する別紙２（機能要求②抜粋） 

３．１ 別紙２ 機能要求②抜粋（10条：閉じ込めの機能） 

［2021年８月26日提出］ 

 



 

 

 

 

１．申請対象設備リスト 



申請対象設備リスト

その他再処理設
備の附属施設

― 蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 安全蒸気ボイラA,B 熱交換器 機-07-01 10条-9 AA 2 ②-3 既設 安重 ― ― ―

その他再処理設
備の附属施設

― 蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 主配管 主配管

配-02-01
配-03-01
配-07-01
配-09-01

10条-9 AA/AB/KA 一式 ②-3 既設 安重 ― ― ―

エビデンス
紐付け番号

設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分番号 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機種
基本設計方針

（機能要求②）
紐付け番号

SA区分
兼用

（主従）
共用 備考

「番号」については，他条文等の整理を踏まえ，申請対象設
備リスト完本時に通し番号を設定することとする。
「番号」については，他条文等の整理を踏まえ，申請対象設
備リスト完本時に通し番号を設定することとする。



２．申請対象設備抽出結果



 

 

 

 

 

２．１ 申請対象設備抽出結果 

 

施 設 その他再処理設備の附属施設 

設 備 安全蒸気系 

機 器 熱交換器、主配管 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



機器名称（許可）

【対象機器】
その他再処理設
備の附属施設

― 蒸気供給設備 安全蒸気系 ― ―
安全蒸気系ボイラ、安全蒸
気系

【主たる機能】

【機器等の抽出】

紐付け番号 機器名称（許可） 機器名称 機種 設置場所 数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分
兼用

（主従）
共用

（主従）
備考

機-07-01
その他再処理設
備の附属施設

― 蒸気供給設備 安全蒸気系 ― ― 安全蒸気系ボイラ 安全蒸気ボイラA,B 熱交換器 AA 2 ②-3 既設 安重 ― ― ―

配-02-01
配-03-01
配-07-01
配-09-01

その他再処理設
備の附属施設

― 蒸気供給設備 安全蒸気系 ― ― 安全蒸気系 主配管 主配管 AA/AB/KA 一式 ②-3 既設 安重 ― ― ―

施設区分 設備区分

Pu溶液又はHAW溶液を保有する貯槽からの漏えい液回収（臨界、沸騰）（DB)

施設区分 設備区分



























 

 

 

 

 

３．関連する別紙２（機能要求②抜粋） 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

３．１ 別紙２ 機能要求②抜粋 
 

（第10条：閉じ込めの機能） 

［2021年8月26日提出］ 

 

 

 

 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（機能要求②　抜粋）

（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

14
使用済燃料等を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除
き，密閉することができる設計とする。

機能要求②

分離設備
分配設備
プルトニウム精製設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼・還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
酸回収設備（第2酸回収系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス
処理設備）
分析設備

設計方針（閉じ込め） － － － － － － － － － 基本設計方針 漏えい率 － － 基本設計方針 － － 漏えい率

15
密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，気体廃棄物の廃棄
施設の換気設備に接続することにより，開口部の風速を適切に維持する
設計とする。

機能要求②

ウラン脱硝設備（受入れ系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
分析設備

設計方針（閉じ込め） － － － － － － － － － 基本設計方針 － － 基本設計方針 基本設計方針 － － －

容量
原動機

5
安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除
去することとし，使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱による機器内での沸
騰を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
高レベル廃液処理設備（高レベル廃液
濃縮系）
高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮
廃液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（不溶解残渣廃
液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（共用貯蔵系）
高レベル廃液ガラス固化設備（高レベ
ル廃液ガラス固化設備）
安全冷却水系

設計方針(崩壊熱除去)
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

－ 基本設計方針

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

4

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止
の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損な
われた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確
保する設計とする。

機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔
槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス
処理系（分離建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（分離建屋））
槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（精製建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮
廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃
液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
換気設備（前処理建屋排気系）
換気設備（分離建屋排気系）
換気設備（精製建屋排気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋排気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋排気系）

設計方針（閉じ込め） －
容量
原動機

－ － －－ － －

容量
伝熱面積
吐出圧力
主要材料
主要寸法
原動機

－ －

－ － － －

基本設計方針 －－ － 基本設計方針

－－ － 基本設計方針

－

－ － －

8

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，ウ
ランを非密封で大量に取り扱う系統，機器，セル等及びこれらを収納す
る建屋は，原則として，常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則とし
て，建屋，セル等並びに，系統及び機器の順に気圧が低くなる設計とす
る。

機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス
処理系（分離建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（分離建屋））
槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（精製建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮
廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃
液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
換気設備（前処理建屋排気系）
換気設備（分離建屋排気系）
換気設備（精製建屋排気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋排気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋排気系）

－ 基本設計方針－ － －－ －設計方針（閉じ込め）

－ 基本設計方針

7
使用済燃料等を内包する系統及び機器，セル等及び室並びにセル等及び
室を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計
とする。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
換気設備

－ －設計方針（閉じ込め）

9

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を収納するセル等の床に
はステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，万一液体状の使用済燃料等
がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏えいを検知し，
漏えいの拡大を防止するとともに，スチームジェットポンプ，ポンプ又
は重力流により漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送するこ
とで，安全に処理できる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

せん断処理設備
溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝系）
酸回収設備（第１酸回収系）
酸回収設備（第２酸回収系）
溶媒回収設備（分離・分配系）
溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
溶媒回収設備（溶媒処理系）
計測制御設備（計測制御系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス
処理系（分離建屋））
塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
高レベル廃液処理設備（高レベル廃液
濃縮系）
高レベル廃液処理設備（アルカリ廃液
濃縮系）
高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮
廃液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（不溶解残渣廃
液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（共用貯蔵系）
低レベル廃液処理設備（第１低レベル
廃液処理系）
高レベル廃液ガラス固化設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハル・
エンドピ－ス貯蔵系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂
貯蔵系）
分析設備
安全蒸気系

－ － －

設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止・漏えい液の回収能
力）
評価条件評価（漏えいの
拡大防止・漏えい液の回
収能力）
評価（漏えいの拡大防
止・漏えい液の回収能
力）

－

－－ － － －

－

吐出圧力
容量
主要材料
主要寸法
原動機
検出器の種類
計測範囲

容量
原動機

－ － －

－ － －

吐出圧力
容量
主要材料
主要寸法
原動機
検出器の種類
計測範囲

容量
伝熱面積
吐出圧力
主要材料
主要寸法
原動機

－ 基本設計方針 － －－ － 基本設計方針

－－ 基本設計方針
容量
原動機

基本設計方針 －

－

－ － 基本設計方針 －

容量
伝熱面積
吐出圧力
主要材料
主要寸法
原動機

容量
原動機

容量
原動機

－ 基本設計方針
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別紙２－７ 

申請対象設備の抽出作業結果（MOX） 

後次回にて詳細化する設備 

 

 

 



１．申請対象設備リスト 

 

２．対象設備 

２．１ 加工施設 本体 成形施設 

２．２ 放射性廃棄物の廃棄施設 

２．３ 放射線管理施設 

２．４ その他加工設備の附属施設 火災防護設備 

２．５ その他加工設備の附属施設 所内電源設備 

２．６ その他加工設備の附属施設 補機駆動用燃料補給設備 

２．７ その他加工設備の附属施設 拡散抑制設備 

２．８ その他加工設備の附属施設 水供給設備 

２．９ その他加工設備の附属施設 緊急時対策所 

２．10 その他加工設備の附属施設 小規模試験設備，水素・アルゴン混合ガス設備 

 

３．関連する別紙２（機能要求②抜粋） 

３．１ 別紙２ 機能要求②抜粋（６条27条：地震による損傷の防止） 

３．２ 別紙２ 機能要求②抜粋（11条29条：火災等による損傷の防止） 

３．３ 別紙２ 機能要求②抜粋（15条31条：材料及び構造） 

３．４ 別紙２ 機能要求②抜粋（18条：警報設備等） 

３．５ 別紙２ 機能要求②抜粋（19条：放射線管理施設） 

３．６ 別紙２ 機能要求②抜粋（20条：廃棄施設） 

３．７ 別紙２ 機能要求②抜粋（24条：非常用電源設備） 

３．８ 別紙２ 機能要求②抜粋（33条：閉じ込める機能の喪失に対処するための設備） 

３．９ 別紙２ 機能要求②抜粋（34条：工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備） 

３．10 別紙２ 機能要求②抜粋（35条：重大事故等への対処に必要となる水の供

給設備） 

３．11 別紙２ 機能要求②抜粋（36条：電源設備） 

３．12 別紙２ 機能要求②抜粋（37条：監視測定設備） 

３．13 別紙２ 機能要求②抜粋（38条：緊急時対策所） 

 



 

 

 

 

 

１．申請対象設備リスト 

 

 



申請対象設備リスト

番号

加工施設
本体

成形施設 ― ― ― ― ― 地下水排水設備
ポンプ
計装・放管設備（計測装
置）

6条27条-64
今後実施
（設計中）

― ― 3 新設 非安重 ― ― ―

加工施設
本体

成形施設
ペレット加
工工程

焼結設備 ― ― ― 焼結炉内部温度高による過加熱防止回路

計装/放管設備
（インターロック）
計装/放管設備
（計測装置）

11条/29条-25
18条-4

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 1式 3 新設 安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
気体廃棄物
の廃棄設備

重大事故等
対処施設

外部放出抑
制設備

― ― 可搬型ダンパ出口風速計
計装/放管設備
（計測装置）

33条-7
33条-15

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

5 3 新設 ― 可搬 ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
気体廃棄物
の廃棄設備

重大事故等
対処施設

代替グロー
ブボックス
排気設備

― ― 可搬型排風機付フィルタユニット ファン
33条-35
33条-36
33条-41

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

3 3 新設 ― 可搬 ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
気体廃棄物
の廃棄設備

重大事故等
対処施設

代替グロー
ブボックス
排気設備

― ― 可搬型フィルタユニット フィルタ
33条-35
33条-36

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

3 3 新設 ― 可搬 ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
気体廃棄物
の廃棄設備

重大事故等
対処施設

代替グロー
ブボックス
排気設備

― ― 可搬型ダクト 主配管

15条31条-6
15条31条-7
33条-35
33条-36

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 1式 3 新設 ― 可搬 ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

海洋放出管
理系

放出前貯槽 ― ― 第１放出前貯槽 容器 20条-24
今後実施
（設計中）

低レベル廃液処理建屋 4 4 新設 非安重 ― ―
再処理

（MOX従）

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

海洋放出管
理系

― ― ― 第１海洋放出ポンプ ポンプ 20条-24
今後実施
（設計中）

低レベル廃液処理建屋 2 4 新設 非安重 ― ―
再処理

（MOX従）

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

海洋放出管
理系

― ― ― 主配管（常設） 主配管 20条-24
今後実施
（設計中）

屋外 1式 4 新設 非安重 ― ―
再処理

（MOX従）

放射線管理
施設

―
設計基準対
象の施設

放射線監視
設備

屋内モニタ
リング設備

― ― ガンマ線エリアモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（19-11）
19条37条-（19-12）
19条37条-（19-13）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 18 3 新設 非安重 ― ― ―

放射線管理
施設

―
設計基準対
象の施設

放射線監視
設備

屋内モニタ
リング設備

― ― 中性子線エリアモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（19-11）
19条37条-（19-12）
19条37条-（19-13）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 18 3 新設 非安重 ― ― ―

放射線管理
施設

―
設計基準対
象の施設

放射線監視
設備

屋内モニタ
リング設備

― ― アルファ線ダストモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（19-11）
19条37条-（19-12）
19条37条-（19-13）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 21 3 新設 非安重 ― ― ―

放射線管理
施設

―
設計基準対
象の施設

放射線監視
設備

屋外モニタ
リング設備

排気モニタ
リング設備

― 排気モニタ
計装/放管設備
（計測装置）

18条-2
19条37条-（19-19）
19条37条-（19-20）
19条37条-（19-21）
19条37条-（37-8）
19条37条-（37-9）
19条37条-（37-11）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 2 4 新設 非安重 常設 ― ―

放射線管理
施設

―
設計基準対
象の施設

放射線監視
設備

屋外モニタ
リング設備

環境モニタ
リング設備

― モニタリングポスト
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（19-24）
19条37条-（37-18）
19条37条-（37-20）
19条37条-（37-25）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 9 4 新設 非安重 常設 ―
再処理

（MOX従）

放射線管理
施設

―
設計基準対
象の施設

放射線監視
設備

屋外モニタ
リング設備

環境モニタ
リング設備

― ダストモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（19-24）
19条37条-（37-19）
19条37条-（37-20）
19条37条-（37-25）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 9 4 新設 非安重 常設 ―
再処理

（MOX従）

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

常設重大事
故等対処設
備

放射線監視
設備

屋外モニタ
リング設備

排気モニタ
リング設備

排気モニタ
計装/放管設備
（計測装置）

18条-2
19条37条-（19-19）
19条37条-（19-20）
19条37条-（19-21）
19条37条-（37-8）
19条37条-（37-9）
19条37条-（37-11）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 2 3 新設 非安重 常設 ― ―

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

常設重大事
故等対処設
備

放射線監視
設備

屋外モニタ
リング設備

環境モニタ
リング設備

モニタリングポスト
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（19-24）
19条37条-（37-18）
19条37条-（37-20）
19条37条-（37-25）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 9 4 新設 非安重 常設

主：設計基準対象
の施設　環境モニ
タリング設備
従：重大事故等対
処設備　環境モニ
タリング設備

再処理
（MOX従）

施設区分 設備区分 機器 機種
共用

（主従）
数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分

基本設計方針
（機能要求②）紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 ＳＡ区分
兼用

（主従）

「番号」については，他条文等の整理を踏まえ，申請対象設

備リスト完本時に通し番号を設定することとする。



申請対象設備リスト

番号 施設区分 設備区分 機器 機種
共用

（主従）
数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分

基本設計方針
（機能要求②）紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 ＳＡ区分
兼用

（主従）

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

常設重大事
故等対処設
備

放射線監視
設備

屋外モニタ
リング設備

環境モニタ
リング設備

ダストモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（19-24）
19条37条-（37-19）
19条37条-（37-20）
19条37条-（37-25）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 9 4 新設 非安重 常設

主：設計基準対象
の施設　環境モニ
タリング設備
従：重大事故等対
処設備　環境モニ
タリング設備

再処理
（MOX従）

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

可搬型重大
事故等対処
設備

代替モニタ
リング設備

代替排気モ
ニタリング
設備

可搬型排気
モニタリン
グ設備

可搬型ダストモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（37-33）
19条37条-（37-36）

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

2 4 新設 ― 可搬 ― ―

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

可搬型重大
事故等対処
設備

代替モニタ
リング設備

代替環境モ
ニタリング
設備

可搬型環境
モニタリン
グ設備

可搬型ダストモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

19条37条-（37-47）
19条37条-（37-56）

今後実施
（設計中）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

18 4 新設 非安重 可搬 ―
再処理

（MOX従）

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

可搬型重大
事故等対処
設備

代替モニタ
リング設備

代替環境モ
ニタリング
設備

可搬型環境
モニタリン
グ設備

可搬型環境モニタリング用発電機 発電機
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]
19条37条-（37-58）

今後実施
（設計中）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
外部保管エリア

19 4 新設 非安重 可搬 ―
再処理

（MOX従）

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

可搬型重大
事故等対処
設備

代替試料分
析関係設備

― ― 可搬型排気モニタリング用発電機 発電機
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]
19条37条-（37-92）

今後実施
（設計中）

主排気筒管理建屋
第1保管庫・貯水所
外部保管エリア

3 4 新設 非安重 可搬 ―
再処理

（MOX従）

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

可搬型重大
事故等対処
設備

代替気象観
測設備

― ― 可搬型気象観測用発電機 発電機
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]
19条37条-（37-139）

今後実施
（設計中）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
外部保管エリア

3 4 新設 非安重 可搬 ―
再処理

（MOX従）

放射線管理
施設

―
重大事故等
対処設備

可搬型重大
事故等対処
設備

環境モニタ
リング用代
替電源設備

― ― 環境モニタリング用可搬型発電機 発電機
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]
19条37条-（37-154）

今後実施
（設計中）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
外部保管エリア

19 4 新設 非安重 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
火災防護設
備

火災感知設
備

― ― グローブボックス温度監視装置　熱感知器
計装/放管設備
（計測装置）

18条-1
今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 1式 3 新設 安重 ― ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
火災防護設
備

代替火災感
知設備

― ― 火災状況確認用温度計
計装/放管設備
（計測装置）

33条-87
今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 9 3 新設 ― 常設 ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
火災防護設
備

代替消火設
備

― ― 遠隔消火装置 容器

15条31条-5
15条31条-7
15条31条-9
15条31条-10
33条-115

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 9 3 新設 ― 常設 ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
所内電源設
備（電気設
備）

非常用所内
電源設備

― ― 第1非常用ディーゼル発電機 発電機 24条-7
今後実施
（再処理の作業結果展開）

― 2 4 新設 非安重 ― ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
所内電源設
備（電気設
備）

非常用所内
電源設備

― ― 非常用直流電源設備 電力貯蔵装置（蓄電池） 24条-6
今後実施
（設計中）

― 1式 3 新設 安重 ― ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
所内電源設
備（電気設
備）

非常用所内
電源設備

― ― 非常用無停電電源装置 電力貯蔵装置（蓄電池） 24条-6
今後実施
（設計中）

― 1式 3 新設 安重 ― ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
所内電源設
備（電気設
備）

非常用所内
電源設備

― ― 重油タンク 容器 24条-7
今後実施
（再処理の作業結果展開）

― 4 4 新設 非安重 ― ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
所内電源設
備（電気設
備）

代替電源設
備

― ― 燃料加工建屋可搬型発電機 発電機

36条-2
36条-17
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]

今後実施
（設計中）

屋外
第2保管庫・貯水所

3 4 新設 ― 可搬 ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
所内電源設
備（電気設
備）

代替電源設
備

― ― 情報連絡用可搬型発電機 発電機

36条-2
36条-18
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋
第1保管庫・貯水所

5 4 新設 ― 可搬 ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
所内電源設
備（電気設
備）

代替電源設
備

― ― 制御建屋可搬型発電機 発電機

36条-2
36条-19
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外 3 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
補機駆動用
燃料補給設
備

― ― ― 第1軽油貯槽 容器
15条31条-5
15条31条-7
36条-56

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外 4 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
補機駆動用
燃料補給設
備

― ― ― 第2軽油貯槽 容器
15条31条-5
15条31条-7
36条-56

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外 4 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
補機駆動用
燃料補給設
備

― ― ― 軽油用タンクローリ 容器

15条31条-6
15条31条-7
15条31条-10
36条-57

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外 9 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
拡散抑制設
備

放水設備 ― ― 大型移送ポンプ車 ポンプ

34条（放水）-3
34条（放水）-4
34条（放水）-15
34条（放水）-16
34条（放水）-17
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外 17 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）



申請対象設備リスト

番号 施設区分 設備区分 機器 機種
共用

（主従）
数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分

基本設計方針
（機能要求②）紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 ＳＡ区分
兼用

（主従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
拡散抑制設
備

放水設備 ― ― 可搬型放水砲 主配管

15条31条-6
15条31条-7
15条31条-10
34条（放水）-3
34条（放水）-4
34条（放水）-15
34条（放水）-19
34条（放水）-20

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外 14 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
拡散抑制設
備

放水設備 ― ― 可搬型建屋外ホース 主配管

15条31条-6
15条31条-7
15条31条-10
34条（放水）-3
34条（放水）-4
34条（放水）-15
34条（放水）-22

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外保管エリア 1式 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
拡散抑制設
備

放水設備 ― ― 可搬型放水砲流量計
計装/放管設備
（計測装置）

34条（放水）-7
34条（放水）-23

今後実施
（再処理の作業結果展開）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

21 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
拡散抑制設
備

放水設備 ― ― 可搬型放水砲圧力計
計装/放管設備
（計測装置）

34条（放水）-7
34条（放水）-24

今後実施
（再処理の作業結果展開）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

14 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 第１貯水槽 容器

15条31条-5
15条31条-7
35条-6
35条-7
35条-20
35条-30

今後実施
（再処理の作業結果展開）

第1保管庫・貯水所 1 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 第２貯水槽 容器

15条31条-5
15条31条-7
35条-6
35条-21
35条-30

今後実施
（再処理の作業結果展開）

第2保管庫・貯水所 1 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 大型移送ポンプ車 ポンプ
35条-6
35条-7
35条-22

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外 8 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 可搬型建屋外ホース 主配管

15条31条-6
15条31条-7
15条31条-10
35条-6
35条-7
35条-24

今後実施
（再処理の作業結果展開）

屋外保管エリア 1式 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 可搬型貯水槽水位計（ロープ式）
計装/放管設備
（計測装置）

35条-9
35条-25

今後実施
（再処理の作業結果展開）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

8 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 可搬型貯水槽水位計（電波式）
計装/放管設備
（計測装置）

35条-9
35条-26

今後実施
（再処理の作業結果展開）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

12 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 可搬型第１貯水槽給水流量計
計装/放管設備
（計測装置）

35条-10
35条-27

今後実施
（再処理の作業結果展開）

第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所

30 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 緊急時対策建屋送風機 ファン
38条-22
38条-23
38条-33

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 4 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 緊急時対策建屋排風機 ファン
38条-22
38条-23
38条-33

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 4 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 緊急時対策建屋フィルタユニット フィルタ
38条-22
38条-23
38条-33

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 6 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 主配管
38条-22
38条-23

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 1式 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 緊急時対策建屋加圧ユニット 容器

15条31条-5
15条31条-7
38条-25
38条-34

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 1式 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 主配管

15条31条-5
15条31条-7
38条-25
38条-34

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 1式 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 対策本部室差圧計
計装/放管設備
（計測装置）

38条-26
今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 1 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋換気設
備

― ― 待機室差圧計
計装/放管設備
（計測装置）

38条-26
今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 1 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）



申請対象設備リスト

番号 施設区分 設備区分 機器 機種
共用

（主従）
数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分

基本設計方針
（機能要求②）紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 ＳＡ区分
兼用

（主従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋放射線
計測設備

可搬型屋内
モニタリン
グ設備

― 可搬型エリアモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

38条-54
38条-58

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 2 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋放射線
計測設備

可搬型環境
モニタリン
グ設備

― 可搬型ダストモニタ
計装/放管設備
（計測装置）

38条-72
今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋周辺 2 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋放射線
計測設備

可搬型環境
モニタリン
グ設備

― 可搬型発電機 発電機
36条-56[燃料タンク]
36条-57[燃料タンク]
38条-74

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋周辺 3 4 新設 ― 可搬 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋電源設
備

電源設備 ― 緊急時対策建屋用発電機 発電機 38条-95
今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 2 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋電源設
備

電源設備 ― 燃料油移送ポンプ ポンプ
38条-87
38条-96

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 4 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋電源設
備

電源設備 ― 燃料油配管・弁 主配管
15条31条-5
15条31条-7
38条-87

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 1式 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 非常用設備
緊急時対策
所

緊急時対策
建屋電源設
備

燃料補給設
備

― 重油貯槽 容器

15条31条-5
15条31条-7
38条-101
38条-105

今後実施
（再処理の作業結果展開）

緊急時対策建屋 2 4 新設 ― 常設 ―
再処理

（MOX従）

その他加工
設備の附属
施設

― 実験設備
小規模試験
設備

― ― ―
小規模焼結処理装置内部温度高による過加
熱防止回路

計装/放管設備
（インターロック）
計装/放管設備
（計測装置）

11条29条-25
18条-4

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 1式 3 新設 安重 ― ― ―

その他加工
設備の附属
施設

― 実験設備
小規模試験
設備

― ― ―
小規模焼結処理装置への冷却水流量低によ
る加熱停止回路

計装/放管設備
（インターロック）
計装/放管設備
（計測装置）

18条-4
今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 1式 3 新設 安重 ― ― ―

その他加工
設備の附属
施設

―
その他の主
要な事項

水素･アル
ゴン混合ガ
ス設備

― ― ―
混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停
止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁

計装/放管設備
（インターロック）
計装/放管設備
（計測装置）

11条-24
18条-4

今後実施
（設計中）

燃料加工建屋 1式 3 新設 安重 ― ― ―



 

 

 

 

 

２．申請対象設備抽出結果  



 

 

 

 

 

 

２．１ 加工施設 本体 成形施設



 

【２．１ 加工施設 本体 成形施設 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

加工施設 

本体 
成形施設 ― ― ― ― ― 地下水排水設備 （１） 

加工施設 

本体 
成形施設 

ペレット 

加工工程 
焼結設備 ― ― ― 

焼結炉内部温度高による過加熱防止

回路 
（２） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 6条，第 27 条 （地震による損傷の防止）（50 / 59）

50

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

ハ. 建屋内における下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下による

耐震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，建

屋内の下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないこ

とを確認する。耐⑥-4 

二. 建屋外における下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下による

耐震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないこ

とを確認する。耐⑥-5 

c. 耐震重要施設及び波及的影響の設計対象

とする下位クラス施設のうち地下躯体を有

する建物・構築物への地下水の影響

耐震重要施設及び波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設のう

ち，地下躯体を有する建物・構築物

の耐震性を確保するため，周囲の地

下水を排水できるよう地下水排水設

備（サブドレンポンプ及び水位検出

器）を設置する。また，基準地震動

による地震力に対して，必要な機能

が保持できる設計とするとともに，

非常用電源設備又は基準地震動によ

る地震力に対し機能維持が可能な発

電機からの給電が可能な設計とす

る。耐②

(ｃ) 建屋内における下位のクラ

スの施設の損傷，転倒，落下

による耐震重要施設への影響

(ｄ) 建屋外における下位のクラ

スの施設の損傷，転倒，落下

による耐震重要施設への影響

ｂ．各観点より選定した事象に対

して波及的影響の評価を行い，

波及的影響を考慮すべき施設を

抽出する。 

ｃ．波及的影響の評価に当たって

は，耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力を適用す

る。 

ｄ．これら４つの観点以外に追加

すべきものがないかを，原子力

施設の地震被害情報をもとに確

認し，新たな検討事項が抽出さ

れた場合には，その観点を追加

する。耐□4  

ⅲ．建屋内における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋内

の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認す

る。耐⑥-4 

ⅳ．建屋外における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋外

の下位のクラスの施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないことを確

認する。耐⑥-5 

また，波及的影響の評価におい

ては，地震に起因する溢水防護及

び火災防護の観点からの波及的影

響についても評価する。耐◇6  

2.1.1(5)a.(c) 建屋内における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋内の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 

2.1.1(5)a.(d) 建屋外における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋外の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 

2.1.1(5)b. 原子炉建屋への地下水の影響 

原子炉本体等を支持する原子炉建屋の

耐震性を確保するため，原子炉建屋周囲

の地下水を排水できるよう原子炉建屋地

下排水設備（排水ポンプ（容量120 m3/h/

個，揚程50 m，原動機出力30 kW/個，個数

2）及び集水ピット水位計（個数2，計測

範囲EL.-17.0～-7.0 m））を設置する。ま

た，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，必要な機能が保持できる設計とする

とともに，非常用電源設備又は常設代替

交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地下水排水設備の具体的な数値に

ついては，MOX 燃料加工施設におい

ては地下水排水設備の申請にて仕

様表に記載する。 

【許可からの変更点等】 

発電炉では工認段階で許可時点よ

りも詳細な記載として追加してい

ることを踏まえ，事業変更許可申

請書より詳細な記載として追記
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添５第１表 安全上重要な施設の分類（３／５） 

分 類  
安全上重要な施設 

安全機能 

⑥ 核的，熱的及び化学的制

限値を有する設備・機器

及び当該制限値を維持す

るための設備・機器 

ＰＳ／体系の維持機能 

 

 

 

ＰＳ／安全に係るプロセ

ス量等の維持機能 

 

化学的制限値を有す

る設備 

 

 

 

 

・平板厚さを核的制限値とする以下の単一ユニットの入口のゲート 

  燃料棒検査ユニット，燃料棒立会検査ユニット 

 

 

・焼結炉内部温度高による過加熱防止回路 

・小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路 

 

本事項について該当する施設はない。 

 

⑦ 臨界事故の発生を直ちに

検知し，これを未臨界に

するための設備・機器 

本事項について該当する施設はない。 

 

⑧ その他上記各設備等の安

全機能を維持するために

必要な設備・機器等のう

ち，安全上重要なもの 

ＰＳ／放射性物質の閉じ

込め機能 

及びＭＳ／放射性物質の過度

の放出防止機能 

 

 

 

 

 

ＭＳ／安全に係るプロセ

ス量等の維持機能 

 

 

 

ＰＳ及びＭＳ／安全上重要な

施設の安全機能確

保のための支援機

能 

 

 

 

 

 

 

成形施設 

焼結設備 

・排ガス処理装置 

・排ガス処理装置グローブボックス（上部） 

その他加工設備の附属施設 

小規模試験設備 

・小規模焼結炉排ガス処理装置 

・小規模焼結炉排ガス処理装置グローブボックス 

 

・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃

度異常遮断弁（焼結炉系，小規模焼結処理系） 

 

 

 

成形施設 

焼結設備 

・排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持に必要な回路

を含む） 

その他加工設備の附属施設 
小規模試験設備 

・小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機（安全機能の維持

に必要な回路を含む） 
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２．２ 放射性廃棄物の廃棄施設 



【２．２ 放射性廃棄物の廃棄施設 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

放射性廃

棄物の廃

棄施設 

― 気体廃棄物

の廃棄設備 

重大事故等

対処施設 

外部放出抑

制設備 

― ― 可搬型ダンパ出口風速計 
（１） 

代替グロー

ブボックス

排気設備 

― ― 可搬型排風機付フィルタユニット 

（２） 可搬型フィルタユニット 

主ダクト（可搬）（可搬型ダクト） 

液体廃棄物

の廃棄設備 

海洋放出管

理系 

放出前貯槽 ― ― 第１放出前貯槽 

（３） ― ― ― 第１海洋放出ポンプ 

― ― ― 主配管（常設）（海洋放出管） 



 

添５第 31 表(１) 外部放出抑制設備の主要設備の仕様 

 

(１) 外部放出抑制設備 

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の施設と

兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39 図(２)，添５第 40

図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量  １式 

ｂ．グローブボックス給気フィルタ（設計基準対象の施設

と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39 図(２)，添５第

40 図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量   １式 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

ｃ．グローブボックス排気フィルタ（設計基準対象の施設

と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39 図(２)，添５第

40 図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量   １式 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 
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ｄ．グローブボックス排気フィルタユニット（設計基準対

象の施設と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39 図

(２)，添５第 40 図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量   １式 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

ｅ．工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用）（添５

第 39 図(１)，添５第 39 図(２)，添５第 40 図(１)及び

添５第 40 図(２)） 

数  量   １式 

ｆ．工程室排気フィルタユニット（添５第 39 図(１)，添５

第 39 図(２)，添５第 40 図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量   １式 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

ｇ．グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設計基準対

象の施設と兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39 図

(２)，添５第 40 図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量  ２基 

駆動動力源 手動 

取付位置  グローブボックス排風機前部 
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ｈ．工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と

兼用）（添５第 39 図(１)，添５第 39 図(２)，添５第 40

図(１)及び添５第 40 図(２)） 

数  量  ２基 

駆動動力源 手動 

取付位置  工程室排風機前部 

ｉ．グローブボックス排気閉止ダンパ 

数  量  ２基 

駆動動力源 窒素 

取付位置  グローブボックス排風機前部 

ｊ．工程室排気閉止ダンパ 

数  量  ２基 

駆動動力源 窒素 

取付位置  工程室排風機前部 

ｋ．重大事故の発生を仮定するグローブボックス（設計基

準対象の施設と兼用）（添５第 31 表(２)） 

基  数  ８基 

 

[可搬型重大事故等対処設備] 

ａ．可搬型ダンパ出口風速計 

数  量  ５台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを３台） 

計測範囲  ０～50ｍ/s 

計測方式  熱式風速計  
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添５第 32 表(１) 代替グローブボックス排気設備の主要設備 

の仕様 

(１) 代替グローブボックス排気設備

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の施設と

兼用）（添５第 41 図(１)及び添５第 41 図(２)） 

数  量  １式 

ｂ．グローブボックス給気フィルタ（設計基準対象の施設

と兼用）（添５第 41 図(１)及び添５第 41 図(２)） 

数  量  １式 

ｃ．グローブボックス排気フィルタ（設計基準対象の施設

と兼用）（添５第 41 図(１)及び添５第 41 図(２)） 

数  量  １式 

ｄ．重大事故の発生を仮定するグローブボックス（設計基

準対象の施設と兼用）（添５第 32 表(２)） 

基  数  ８基 

[可搬型重大事故等対処設備] 

ａ．可搬型排風機付フィルタユニット 

種 類 遠心式，高性能エアフィルタ１段内蔵形 

数 量 ３台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

容  量  約 1100m3/h/台 
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ｂ．可搬型フィルタユニット 

種  類  高性能エアフィルタ３段内蔵形 

数  量  ３台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

粒子除去効率 99.97％以上 

（0.15μｍＤＯＰ粒子）／段 

ｃ．可搬型ダクト 

数  量  １式  
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耐 震 

クラス 
クラス別施設 

主要設備等(注１) 補助設備(注２) 直接支持構造物(注３) 間接支持構造物(注４)(注５) 
波及的影響を考慮すべき 

設備(注６) 

施設名 適用範囲 

耐震 

クラス 
(注７) 

適用範囲 
耐震 

クラス 
適用範囲 

耐震 

クラス 
適用範囲 適用範囲 

Ｃ Ｓクラスに属する施設

及びＢクラスに属する

施設以外の一般産業施

設又は公共施設と同等

の安全性が要求される

施設 

（つづき） 

貯蔵施設 ウラン貯蔵設備 

ウラン粉末缶入出庫装置 

燃料棒貯蔵設備 

ウラン燃料棒収容装置 

グローブボックス負圧・温度監視設備 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

Ｃ 

  設備・機器の支持構造

物 

Ｃ 燃料加工建屋 

 

 

 

 

放射性廃

棄物の廃

棄施設 

建屋排気設備 Ｃ   設備・機器の支持構造

物 

Ｃ 燃料加工建屋  

工程室排気設備      

工程室排気設備のうち，Ｓクラス以外の範囲 Ｃ       

グローブボックス排気設備        

グローブボックス排気設備のうち，Ｓクラス及びＢク

ラス以外の範囲 

Ｃ 
     

 

窒素循環設備        

窒素循環ダクトのうち，Ｂクラス以外の範囲 Ｃ       

給気設備 Ｃ       

排気筒（注23） Ｃ       

低レベル廃液処理設備のオープンポートボックス        

ろ過処理オープンポートボックス Ｃ       

吸着処理オープンポートボックス Ｃ       

低レベル廃液処理設備        

検査槽 Ｃ       

廃液貯槽 Ｃ       

ろ過処理装置 Ｃ       

吸着処理装置 Ｃ       

グローブボックス負圧・温度監視設備 Ｃ       

海洋放出管理系    設備・機器の支持構造

物 

Ｃ   

放出前貯槽       

第１放出前貯槽 Ｃ       

第１海洋放出ポンプ Ｃ       

海洋放出管 Ｃ       

低レベル固体廃棄物貯蔵設備    設備・機器の支持構造

物 

Ｃ   

第２低レベル廃棄物貯蔵系 Ｃ      
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２．３ 放射線管理施設 



【２．３ 放射線管理施設 対象設備（１／２）】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

放射線管

理施設 

― 設計基準対

象の施設 

放射線監視

設備 

屋内モニタ

リング設備 

― ― ガンマ線エリアモニタ 

（１） 

中性子線エリアモニタ 

アルファ線ダストモニタ 

屋外モニタ

リング設備 

排気モニタ

リング設備 

― 排気モニタ 

屋外モニタ

リング設備 

環境モニタ

リング設備 

― モニタリングポスト 

ダストモニタ 

放射線管

理施設 

― 重大事故等

対処設備 

常設重大事

故等対処設

備 

放射線監視

設備 

屋外モニタ

リング設備 

排気モニタ

リング設備 

排気モニタ 

（２） 

環境モニタ

リング設備 

モニタリングポスト 

ダストモニタ 

可搬型重大

事故等対処

設備 

代替モニタ

リング設備 

代替排気モ

ニタリング

設備 

可搬型排気

モニタリン

グ設備 

可搬型ダストモニタ 

代替環境モ

ニタリング

設備 

可搬型環境

モニタリン

グ設備 

可搬型ダストモニタ 

可搬型環境モニタリング用発電機 

  



【２．３ 放射線管理施設 対象設備（２／２）】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

放射線管

理施設 

― 重大事故等

対処設備 

可搬型重大

事故等対処

設備 

代替試料分

析関係設備 

― ― 可搬型排気モニタリング用発電機 

（２） 
放射線管

理施設 

― 重大事故等

対処設備 

可搬型重大

事故等対処

設備 

代替気象観

測設備 

― ― 可搬型気象観測用発電機 

環境モニタ

リング用代

替電源設備 

― ― 環境モニタリング用可搬型発電機 

 



臨界検知用ガスモニタは２系統で構成され，排気筒から放出され

る核分裂生成物からの放射線を測定し，放射能レベルを監視でき

るようにする。 

臨界検知用ガスモニタの測定値は，中央監視室において指示及び

記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超え

たときは，中央監視室に警報を発する設計とする。 

臨界検知用ガスモニタの測定値は，緊急時対策所において指示す

る設計とする。 

屋内モニタリング設備には以下のものがあり，監視対象箇所の放

射線状況に応じて適切な機器を設置する。 

エリアモニタ及びダストモニタの系統概要図を添５第 45 図に示

す。臨界検知用ガスモニタの系統概要図を添５第46図に示す。 

(ａ) エリアモニタ 

ガンマ線エリアモニタ 

中性子線エリアモニタ 

(ｂ) ダストモニタ 

アルファ線ダストモニタ 

(ｃ) エアスニファ 

(ｄ) 臨界検知用ガスモニタ 

ｂ．屋外モニタリング設備 

ＭＯＸ燃料加工施設外へ放出する放射性物質の放射能レベル及び

ＭＯＸ燃料加工施設周辺の放射線レベルを監視するため屋外モニ

タリング設備を設ける。 

屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備及び環境モニタ

リング設備で構成する。 
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(ａ) 排気モニタリング設備 

排気モニタリング設備は，排気モニタで構成する。 

排気モニタは，２系統で構成し，ＭＯＸ燃料加工施設から周辺

環境へ放出される放射性気体廃棄物中の放射性物質を排気筒にお

いて連続的に捕集し，放射性物質の濃度の測定及び放射能レベル

の監視を行うため，排気モニタを設ける。 

排気モニタの測定値は，中央監視室において指示及び記録する

とともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

中央監視室に警報を発する設計とする。 

排気モニタの測定値は，緊急時対策所において指示する設計と

する。 

排気モニタの系統概要図を添５第47図に示す。 

(ｂ) 環境モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続監視を行うた

めのモニタリングポスト及び空間放射線量測定のための積算線量

計を設置する。 

また，空気中の放射性物質の濃度を監視するため，放射性物質

を連続的に捕集及び測定するダストモニタを設ける。 

モニタリングポスト及びダストモニタの測定値は，中央監視室

において指示及び記録するとともに，空間放射線量率又は放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，中央監視室に警

報を発する設計とする。モニタリングポスト及びダストモニタの

測定値は，緊急時対策所において指示する設計とする。また，モ

ニタリングポスト及びダストモニタから中央監視室及び緊急時対

策所への伝送は，有線及び無線により，多様性を有する設計とす
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添５第37表(１) 放射線管理施設の主要設備の仕様 

 

(１) 放射線監視設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼用） 

(ａ) 排気モニタ 

   種  類 半導体検出器 

   数  量 ２系列 

   計測範囲 １～105min-1 

ｂ．工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 

 数  量 １系列 

ｃ．グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 

 数  量 １系列 

ｄ．排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

 数  量 １基 

ｅ．環境モニタリング設備（再処理施設と共用)（設計基準対象の

施設と兼用） 

(ａ) モニタリングポスト 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション式検出器 

        電離箱式検出器 

   計測範囲 10-2～101μGy/h（低レンジ） 

        100～105μGy/h（高レンジ） 

   台  数 ９台 

(ｂ) ダストモニタ 
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種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 

プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 10-2～104 s-1 

台  数 ９台 

(２) 代替モニタリング設備

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型排気モニタリング設備 

(ａ) 可搬型ダストモニタ 

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 

計測範囲 ０～9999.9min-1 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｂ．可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｃ．可搬型環境モニタリング設備（再処理施設と共用） 

(ａ) 可搬型線量率計 

種 類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション式検出器 

半導体式検出器 

計測範囲 B.G.～100mSv/h 又は mGy/h

台 数 18台（予備として故障時のバックアップを９台） 

(ｂ) 可搬型ダストモニタ 

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 

プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 B.G.～99.9kmin-1

台 数 18台（予備として故障時のバックアップを９台） 
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ｄ．可搬型環境モニタリング用データ伝送装置（再処理施設と共用） 

台  数 18台（予備として故障時のバックアップを９台） 

ｅ．可搬型環境モニタリング用発電機（再処理施設と共用）  

台  数 19台（予備として故障時及び待機除外時のバックア 

ップを10台） 

容  量 約３kＶＡ／台 

ｆ．可搬型建屋周辺モニタリング設備 

(ａ) ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

種  類 半導体式検出器 

計測範囲 0.0001～1000mSv/h 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

(ｂ) 中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

種  類 ３Ｈｅ計数管 

計測範囲 0.01～10000μSv/h 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

(ｃ) アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 

     プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 B.G.～100kmin-1（アルファ線） 

        B.G.～300kmin-1（ベータ線） 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

(ｄ) 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｇ．監視測定用運搬車（再処理施設と共用） 
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台  数 ７台（予備として故障時及び待機除外時のバックア 

ップを４台） 

(３) 試料分析関係設備 

 ［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

(ａ) アルファ線用放射能測定装置 

   種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 

   計測範囲 999.9kmin-1 

   台  数 １台 

 (ｂ) ベータ線用放射能測定装置 

   種  類 ＧＭ管式検出器 

   計測範囲 999.9kmin-1 

   台  数 １台 

ｂ．環境試料測定設備（再処理施設と共用）（設計基準対象の施設

と兼用） 

(ａ) 核種分析装置 

種  類 Ｇｅ半導体検出器 

計測範囲 30～10000keＶ 

台  数 １台 

(４) 代替試料分析関係設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型放出管理分析設備 

(ａ) 可搬型放射能測定装置 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 
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     プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 B.G.～100kmin-1（アルファ線） 

     B.G.～300kmin-1（ベータ線） 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｂ．可搬型試料分析設備 

(ａ) 可搬型放射能測定装置（再処理施設と共用） 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器  

プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 B.G.～99.9kmin-1 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

(ｂ) 可搬型核種分析装置（再処理施設と共用） 

種  類 Ｇｅ半導体式検出器 

計測範囲 27.5～11000keＶ 

台  数 ４台（予備として故障時のバックアップを２台） 

ｃ．可搬型排気モニタリング用発電機（再処理施設と共用） 

台  数 ３台（予備として故障時及び待機除外時のバックア 

ップを２台） 

容  量 約３kＶＡ／台 

(５) 環境管理設備（再処理施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計） 

   台  数 １台 

［可搬型重大事故等対処設備］ 
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(ｅ) 可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

(７) 代替気象観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量

計）（再処理施設と共用） 

台  数 ３台（予備として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台） 

ｂ．可搬型気象観測用データ伝送装置（再処理施設と共用） 

台  数 ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｃ．可搬型気象観測用発電機（再処理施設と共用）  

台  数 ３台（予備として故障時及び待機除外時のバックア 

ップを２台） 

容  量 約３kＶＡ／台 

ｄ．可搬型風向風速計 

観測項目 風向，風速 

台  数 ３台（予備として故障時及び待機除外時のバックア 

ップを２台） 

ｅ．監視測定用運搬車（代替モニタリング設備と兼用） 

台  数 ３台（予備として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台） 

(８) 環境モニタリング用代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．環境モニタリング用可搬型発電機（再処理施設と共用） 
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２．４ その他加工設備の附属施設 火災防護設備 



【２．４ その他加工設備の附属施設 火災防護設備 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 非常用設備 火災防護設

備 

火災感知設

備 

― ― グローブボックス温度監視装置 
（１） 

消火設備 ― ― 消火用水貯槽 

（２） 

ろ過水貯槽 

電動機駆動消火ポンプ 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

防火水槽 

緊急時対策

建屋の消火

水供給設備 

― 消火水槽 

消火ポンプ 

代替火災感

知設備 

― ― 火災状況確認用温度計 
（３） 

代替消火設

備 

― ― 遠隔消火装置 
（４） 

 

 



 

添５第１表 安全上重要な施設の分類（４／５） 

分 類  
安全上重要な施設 

安全機能 

⑧の続き 

ＰＳ／体系の維持機能 

 

 

 

 

ＰＳ／安全に係るプロセ

ス量等の維持機能 

 

 

ＭＳ／閉じ込め機能の維

持機能 

 

 

 

 

 

 

ＭＳ／放射性物質の過度

の放出防止機能 

 

 

・一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末一時保管

装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯

蔵棚，燃料棒貯蔵棚，燃料集合体貯蔵チャンネル 

 

 

・小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路 

 

 

 

・グローブボックス温度監視装置 

・グローブボックス消火装置（上記①に示すグローブボックスの消

火に関する範囲） 

・延焼防止ダンパ(上記①に示すグローブボックスの排気系に設置す

るもの。) 

・ピストンダンパ（上記①に示すグローブボックスの給気系に設置

するもの。） 

 

・グローブボックス排気設備のうち上記①に示すグローブボックス

の給気側のうち，グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な

範囲 
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添５第39表 消火設備の主要設備の仕様 

(１) 消火水供給設備 

（再処理施設及び廃棄物管理施設と共用する。） 

消火用水貯槽 ろ過水貯槽 

基数 １ １ 

容量 約900ｍ３ 約2500ｍ３ 

 

 圧力調整用消火ポンプ 電動機駆動消火ポンプ ディーゼル駆動消火ポンプ 

台数 ２ １ １ 

容量 
約６m3/h 

(１台当たり) 
約450m3/h 約450m3/h 

 

(２) 消火設備   １式 

 ・屋内消火栓 

 ・屋外消火栓（再処理施設及び廃棄物管理施設と一部共用する。） 

             

・固定式のガス消火装置  １式 

種  類 
主要な 

消火剤 

消火 

方式 
設置箇所 

窒素ガス消火装

置 
窒素注１，注２ 

全域放 

出方式 

・燃料加工建屋の火災区域又は火

災区画 

二酸化炭素消火

装置 

二酸化炭素

注１，注２ 

全域放 

出方式 

・燃料加工建屋の火災区域 

 

グローブボック

ス消火装置 
窒素注３ 

全域放

出方式 
・グローブボックス 

注１： 火災区域又は火災区画に設置する窒素消火装置及び二酸化炭

素消火装置（注２を除く）は，消防法施行規則第十九条に基づ

き，単位体積あたりに必要な量の消火剤を配備する。 

注２： 油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）が想定される
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非常用発電機室は，消防法施行規則第十九条に基づき算出され

る必要量の消火剤を配備する。 

注３： グローブボックス消火装置は，グローブボックスの給気量に

対して95%の消火ガスを放出する。 

また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガス

の放出単位を設定し，その放出単位の給気量の合計値に対して

95%の消火ガスを放出する設計とし，消火剤容量は最も大きな

放出単位を消火できる量以上を配備する。 

             

 ・消火器    １式 

   粉末消火器 

   二酸化炭素消火器 

 火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施

行規則第六条から第八条に基づき延床面積又は床面積から算出し

た必要量の消火剤を配備する。 

             

 ・防火水槽      １式 

 ・ピストンダンパ   １式 

消火ガスを放出するためのより良い条件を形成する。 

消火ガス放出後のグローブボックス内の雰囲気維持を行う。 

 ・避圧エリア形成用自動閉止ダンパ(ダンパ作動回路を含む) １式 

窒素消火装置の消火ガス放出時に安全上重要な機器等のグローブ

ボックスが破損しないよう圧力上昇緩和に必要な区域を形成する。 

 ・連結散水装置   １式 
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添５第40表 消火設備の主要設備の仕様 

(１) 消火水供給設備 

（再処理施設及び廃棄物管理施設と共用する。） 

消火用水貯槽 ろ過水貯槽 

基数 １ １ 

容量 約900ｍ３ 約2500ｍ３ 

 

 圧力調整用消火ポンプ 電動機駆動消火ポンプ ディーゼル駆動消火ポンプ 

台数 ２ １ １ 

容量 
約６m3/h 

(１台当たり) 
約450m3/h 約 450m3/h 

 

(２) 緊急時対策建屋の消火水供給設備 

 消火水槽   消火ポンプ 
基数 １  台数 ２ 
容量 約 42.6ｍ３  容量 約 360Ｌ／分 

             

(３) 消火栓設備   １式 

 ・屋内消火栓設備 

・固定式のガス消火装置   １式 

種  類 
主要な 

消火剤 
消火方式 設置箇所 

窒素ガス消火装

置 
窒素注１，注２ 

全域放 

出方式 

・燃料加工建屋の火災区域又は

火災区画 

二酸化炭素消火

装置 

二酸化炭素
注１，注２ 

全域放 

出方式 
・燃料加工建屋の火災区域 

グローブボック

ス消火装置 
窒素注３ 

全域放 

出方式 
・グローブボックス 

泡消火設備又は

粉末消火設備 

泡消火薬剤

又は 

第三種粉末 

全域放 

出方式 ・第１保管庫・貯水所 

・第２保管庫・貯水所 局所放 

出方式 
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種  類 
主要な 

消火剤 
消火方式 設置箇所 

ハロゲン化物 

消火設備 

HFC-227ea 

ハロン1301 

FK-5-1-12 

全域放 

出方式 

・火災発生時の煙の充満等によ

り消火活動が困難な火災区域

又は火災区画(再処理施設と

共用する緊急時対策建屋) 

 

注１： 火災区域又は火災区画に設置する窒素消火装置及び二酸化炭

素消火装置（注２を除く）は，消防法施行規則第十九条に基づ

き，単位体積あたりに必要な量の消火剤を配備する。 

注２： 油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）が想定される

非常用発電機室は，消防法施行規則第十九条に基づき算出され

る必要量の消火剤を配備する。 

注３： グローブボックス消火装置は，グローブボックスの給気量に

対して95%の消火ガスを放出する。 

また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガス

の放出単位を設定し，その放出単位の給気量の合計値に対して

95%の消火ガスを放出する設計とし，消火剤容量は最も大きな

放出単位を消火できる量以上を配備する。 

・消火器    １式 

  粉末消火器 

  二酸化炭素消火器 

 火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施

行規則第六条から第八条に基づき延床面積又は床面積から算出し

た必要量の消火剤を配備する。 

 ・ピストンダンパ   １式 

消火ガスを放出するためのより良い条件を形成する。 

消火ガス放出後のグローブボックス内の雰囲気維持を行う。 
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添５第 41 表 代替火災感知設備の主要設備の仕様 

 

(１) 代替火災感知設備 

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．火災状況確認用温度計 

数  量  ９系列 

計測範囲  -196～450℃ 

計測方式  測温抵抗体 

ｂ．火災状況確認用温度表示装置 

数  量  １台 

[可搬型重大事故等対処設備] 

ａ．可搬型グローブボックス温度表示端末 

数  量  ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 
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添５第 42 表(１) 代替消火設備の主要設備の仕様 

 

(１) 代替消火設備 

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．遠隔消火装置 

数  量  ９系列 

消火剤   ハロゲン化物消火剤（FK-5-1-12） 

消火方式  局所放出方式又は全域放出方式(注１) 

消火剤量  検証試験結果を基に算出される量以上 

ただし，全域放出方式の場合は，消防法

施行規則第 20 条に基づき算出される量

以上 

設置場所  重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス内の火災源 

 

注１ 火災源及びオイルパンが機器の筐体で覆われている

箇所等は，全域放出方式を採用する。 
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２．５ その他加工設備の附属施設 所内電源設備



【２．５ その他加工設備の附属施設 所内電源設備 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 非常用設備 所内電源設

備（電気設

備） 

非常用所内

電源設備 

― ― 第 1非常用ディーゼル発電機 

（１） 
重油タンク 

代替電源設

備 

― ― 燃料加工建屋可搬型発電機 

（２） 情報連絡用可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機 

 

 



設備に接続する負荷は，安全機能を有する施設のグローブボ

ックス排気設備，放射線管理施設，火災の警報設備，通信連

絡設備等で，負荷容量の合計は1000kＶＡ以下である。 

(ⅱ) 外部電源喪失時には，非常用発電機が自動的に起動し，各

負荷に順次給電できる設計とする。非常用所内電源設備接続

負荷を添５第46表に，負荷容量曲線を添５第66図にそれぞれ

示す。 

(ⅲ) 非常用所内電源設備の主要な機器は，ＭＯＸ燃料加工施設

内において運転状況の監視及び起動等の制御ができる設計と

する。 

(ⅳ) 非常用発電機は，送電網の降下火砕物の影響により，長期

的に外部電源が喪失した場合に対し，除灰対策等により，降

下火砕物によって機能が損なわれない対策を講ずる設計とす

るとともに，十分な容量を有する燃料供給を行える設計とす

る。燃料油供給系統の構成を添５第67図に示す。 

(ⅴ) 非常用発電機は，送電網への降下火砕物の影響により，長

期的に外部電源が喪失する場合には，負荷容量の制限を行う

ことで，７日間の外部電源喪失を仮定しても必要な負荷に給

電できるよう，７日間以上連続運転できる燃料を貯蔵する。 

ⅳ．第1非常用ディーゼル発電機（再処理施設と共用） 

外部電源が喪失した場合に，環境モニタリング設備のモニタリ

ングポストに給電するための非常用所内電源設備として，再処理

施設の第１非常用ディーゼル発電機２台を設ける設計とする。 

(ⅰ) 再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機は，多重性及び

独立性を確保する設計とする。２箇所にそれぞれ必要な容量
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を有する非常用ディーゼル発電機を設置する設計とする。 

(ⅱ) 外部電源喪失時には，再処理施設の第１非常用ディーゼル

発電機が自動的に起動し，各負荷に順次給電できる設計とす

る。 

(ⅲ) 第１非常用ディーゼル発電機の運転に必要な燃料は，燃料

油供給系統の重油タンクにより供給できる設計とする。 

(ⅳ) 第１非常用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，再処

理施設の安全冷却水系で行う設計とする。 

(ⅴ) 再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機のそれぞれに接

続する主要な負荷は，放射線監視設備に属するものである。 

ⅴ．非常用直流電源設備 

非常用直流電源設備は，安全上重要な負荷の通常時及び異常時

の監視制御用に，電源を必要とする負荷に給電するための非常用

所内電源設備として，２系統で構成する設計とする。 

ⅵ．非常用無停電電源装置 

計測制御用交流電源設備は，安全上重要な負荷の通常時及び

異常時の監視制御用に，電源を必要とする負荷に給電するため

の非常用所内電源設備として，３系統で構成する。 

ⅶ．燃料油供給系統 

(ⅰ) 燃料油貯蔵タンク 

ＭＯＸ燃料加工施設の安全性を維持するために必要な機能

を確保するため，非常用発電機２台に対し，燃料油貯蔵タン

クから非常用発電機へ供給する燃料油系統を設ける設計とす

る。燃料油供給系統の構成を，添５第67図に示す。 

燃料油貯蔵タンクの必要量は，送電網への降下火砕物の影

5－669

j2130001
ハイライト表示

j2130001
ハイライト表示



響により長期的に外部電源喪失が発生した場合には，負荷制

限を行うことで，非常用発電機１台を７日間運転できる容量

を有する設計とする。 

(ⅱ) 重油タンク（再処理施設と共用） 

環境モニタリング設備のモニタリングポストの機能を確保

するため，再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機２台に

対し，再処理施設の重油タンクから非常用ディーゼル発電機

へ供給する燃料油系統を設ける設計とする。燃料油供給系統

の構成を，添５第67図に示す。 

再処理施設の重油タンクの必要量は，外部電源喪失が発生

した場合，再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機が自動

起動し，モニタリングポストに電力を供給するための燃料を

確保する設計とする。重油タンクは，再処理施設の第１非常

用ディーゼル発電機２台を７日間運転できる容量を有する設

計とする。 

(ｅ) 試験・検査 

ⅰ．非常用発電機は，通常時において，健全性及び機能を確認す

るため，定期的に起動試験を行い，起動時間や負荷を接続して

の運転状況を確認する。また，安全機能を健全に維持するため，

適切な保守及び修理を実施する。 

(ｆ) 評価 

ⅰ．非常用所内電源設備は，独立性及び多重性を考慮し２系統を

設けることにより，外部電源喪失時にＭＯＸ燃料加工施設の安

全機能の確保を確実に行うために十分な容量，機能，信頼性を

有する設計とする。 
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添５第 47 表 所内電源設備の常設重大事故等対処設備及び可搬

型重大事故等対処設備の主要設備の仕様 

 

(１) 代替電源設備 

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

(ａ) 燃料加工建屋可搬型発電機 

台  数 ３台（予備として故障時及び待機除外時の 

バックアップを２台） 

容  量 約 50kＶＡ/台 

(ｂ) 情報連絡用可搬型発電機 

台  数 ５台（予備として故障時及び待機除外時の 

バックアップを３台） 

容  量 約３kＶＡ/台 

(ｃ) 制御建屋可搬型発電機（再処理施設と共用） 

台  数 ３台（予備として故障時のバックアップを

２台） 

容  量 約 80kＶＡ/台 

(ｄ) 可搬型分電盤 

面  数 １式 

(ｅ) 可搬型電源ケーブル 

数  量 １式 
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２．６ その他加工設備の附属施設 補機駆動用燃

料補給設備



【２．６ その他加工設備の附属施設 補機駆動用燃料補給設備 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 非常用設備 補機駆動用

燃料補給設

備 

― ― ― 第 1軽油貯槽 

（１） 第 2軽油貯槽 

軽油用タンクローリ 

 

 



 

 

添５第 48 表 補機駆動用燃料補給設備の主要設備の仕様 

 

(１) 補機駆動用燃料補給設備 

ａ．常設重大事故等対処設備 

(ａ) 第１軽油貯槽（再処理施設と共用） 

基  数   ４基 

容  量   約 100ｍ 3/基 

(ｂ) 第２軽油貯槽（再処理施設と共用） 

基  数   ４基 

容  量   約 100ｍ 3/基 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

(ａ) 軽油用タンクローリ（再処理施設と共用） 

台  数   ９台（予備として故障時及び待機

除 外 時 の バ ッ ク ア ッ プ を

５台） 

容  量   約４kL/台 
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２．７ その他加工設備の附属施設 拡散抑制設備 



【２．７ その他加工設備の附属施設 拡散抑制設備 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 非常用設備 拡散抑制設

備 

放水設備 ― ― 大型移送ポンプ車 

（１） 

可搬型放水砲 

可搬型建屋外ホース 

可搬型放水砲流量計 

可搬型放水砲圧力計 

 

 



添５第49表(１) 放水設備の主要設備の仕様 

 

(１) 放水設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．大型移送ポンプ車（再処理施設と共用） 

種  類  うず巻式 

台  数  17台（予備として故障時及び待機除外時のバック

アップを９台） 

容  量  約1800ｍ3／ｈ／台 

揚  程  約122ｍ（容量約1800m3/hにおいて） 

ｂ．可搬型放水砲（再処理施設と共用） 

台  数  14台（予備として故障時のバックアップを７台） 

ｃ．ホイールローダ（再処理施設と共用） 

台  数  ７台（予備として故障時及び待機除外時のバックア

ップを４台） 

ｄ．可搬型建屋外ホース（再処理施設と共用） 

数  量  １式 

ｅ．可搬型放水砲流量計（再処理施設と共用） 

台  数  21台（予備として故障時及び待機除外時のバック

アップを14台） 

計測範囲  ０～1800m3/h 

測定方式  電磁式 
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ｆ．可搬型放水砲圧力計（再処理施設と共用） 

台  数  14台（予備として故障時及び待機除外時のバック

アップを７台） 

計測範囲  ０～1.6 MPa 

測定方式  圧力式 
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２．８ その他加工設備の附属施設 水供給設備 



【２．８ その他加工設備の附属施設 水供給設備 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 非常用設備 水供給設備 ― ― ― 第１貯水槽 

（１） 

第２貯水槽 

大型移送ポンプ車 

可搬型建屋外ホース 

可搬型貯水槽水位計（ロープ式） 

可搬型貯水槽水位計（電波式） 

可搬型第１貯水槽給水流量計 

 

 



 

添５第52表(１) 水供給設備の主要設備の仕様 

 

(１) 水供給設備 

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．第１貯水槽（再処理施設と共用） 

基  数   １基 

容  量   約20000ｍ3（第１貯水槽Ａ 約10000ｍ3， 

第１貯水槽Ｂ 約10000ｍ3） 

ｂ．第２貯水槽（再処理施設と共用） 

基  数   １基 

容  量   約20000ｍ3（第２貯水槽Ａ 約10000ｍ3， 

第２貯水槽Ｂ 約10000ｍ3） 

 

[可搬型重大事故等対処設備]  

ａ．大型移送ポンプ車（再処理施設と共用） 

台  数   ８台（予備として故障時のバックアップを４台） 

（待機除外時バックアップを放水設備の大型移

送ポンプ車の待機除外時バックアップと兼用） 

容  量   1800ｍ3/ｈ/台 

揚  程   約122ｍ（容量約1800ｍ3/ｈにおいて） 

ｂ．可搬型建屋外ホース（再処理施設と共用） 

数  量   １式 

ｃ．ホース展張車（再処理施設と共用） 

台  数   13台（予備として故障時及び待機除外時のバックア

ップを７台） 
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ｄ．運搬車（再処理施設と共用） 

台  数   13台（予備として故障時及び待機除外時のバック

アップを７台） 

ｅ．可搬型貯水槽水位計（ロープ式）（再処理施設と共用） 

基  数   ８台（予備として故障時のバックアップを４台） 

計測範囲   ０～10ｍ 

計測方式   ロープ式 

ｆ．可搬型貯水槽水位計（電波式）（再処理施設と共用） 

基  数   12台（予備として故障時及び待機除外時のバック

アップを８台） 

計測範囲   300～7500ｍｍ 

計測方式   電波式 

ｇ．可搬型第１貯水槽給水流量計（再処理施設と共用） 

基  数   30台（予備として故障時及び待機除外時のバック

アップを20台） 

計測範囲   ０～1800ｍ3/ｈ 

計測方式   電磁式 
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２．９ その他加工設備の附属施設 緊急時対策所 



【２．９ その他加工設備の附属施設 緊急時対策所 対象設備（１／２）】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 非常用設備 緊急時対策

所 

緊急時対策

建屋換気設

備 

― ― 緊急時対策建屋送風機 

（１） 

緊急時対策建屋排風機 

緊急時対策建屋フィルタユニット 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ 

緊急時対策建屋加圧ユニット 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

対策本部室差圧計 

待機室差圧計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【２．９ その他加工設備の附属施設 緊急時対策所 対象設備（２／２）】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 非常用設備 緊急時対策

所 

緊急時対策

建屋放射線

計測設備 

可搬型屋内

モニタリン

グ設備 

― 可搬型エリアモニタ 

（１） 

可搬型環境

モニタリン

グ設備 

― 可搬型ダストモニタ 

可搬型発電機 

緊急時対策

建屋電源設

備 

電源設備 ― 緊急時対策建屋用発電機 

燃料油移送ポンプ 

燃料油配管・弁 

燃料補給設

備 

― 重油貯槽 

 

 



添５第 54 表(１) 緊急時対策所の主要設備及び仕様 

 

１．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

(１) 常設重大事故等対処設備 

① 緊急時対策建屋の遮蔽設備（再処理施設と共用） 

外部遮蔽   厚さ 約 1．0ｍ以上 

 

２．緊急時対策建屋換気設備 

(１) 常設重大事故等対処設備 

① 緊急時対策建屋送風機（再処理施設と共用） 

台  数   ４台（予備として故障時のバックアップを２台） 

容  量   約 63500ｍ3/h/台 

② 緊急時対策建屋排風機（再処理施設と共用） 

台  数   ４台（予備として故障時のバックアップを２台） 

容  量   約 63500ｍ3/h/台 

③ 緊急時対策建屋フィルタユニット（再処理施設と共用） 

種  類   高性能粒子フィルタ２段内蔵型 

基  数   ６台（予備として故障時のバックアップを１基） 

粒子除去効率 99．9％以上（0．15μmＤＯＰ粒子） 

容  量   約 25400ｍ3/h/基 

④ 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ (再処理施設と共用) 

  数  量   １式 

⑤ 緊急時対策建屋加圧ユニット（再処理施設と共用） 

容  量   4900ｍ3 [normal]以上 

  ⑥ 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 (再処理施設と共用) 
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    数  量   １式 

⑦ 対策本部室差圧計（再処理施設と共用） 

基  数   １ 

測定範囲   －0．5～0．5kpa 

⑧ 待機室差圧計（再処理施設と共用） 

基  数   １ 

測定範囲   －0．5～0．5kpa 

  ⑨ 監視制御盤 (再処理施設と共用) 

    面  数   １ 

 

３．緊急時対策建屋環境測定設備 

(１) 可搬型重大事故等対処設備 

① 可搬型酸素濃度計（再処理施設と共用） 

（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数   ３台 

（予備として故障時及び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲   0．0～25．0vol％ 

② 可搬型二酸化炭素濃度計（再処理施設と共用） 

（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数   ３台 

（予備として故障時及び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲   0．0～5．0vol％ 

③ 可搬型窒素酸化物濃度計（再処理施設と共用） 

（設計基準対象の施設と兼用） 

台  数   ３台 
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（予備として故障時及び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲   0．0～9．0ppm 

 

４．緊急時対策建屋放射線計測設備 

(１) 可搬型重大事故等対処設備 

① 可搬型屋内モニタリング設備 

ａ． 可搬型エリアモニタ（再処理施設と共用） 

台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

計測範囲   0.001～99.99mSv/h 

ｂ． 可搬型ダストサンプラ（再処理施設と共用） 

台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを 1 台） 

ｃ． アルファ・ベータ線用サーベイメータ（再処理施設と共用） 

台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

     計測範囲   B．G～100kmin-1（アルファ線） 

     計測範囲   B．G～300kmin-1（ベータ線） 

 

② 可搬型環境モニタリング設備 

ａ． 可搬型線量率計（再処理施設と共用） 

種  類   ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション式検出器 

半導体式検出器 

計測範囲   B．G．～100mSv/h 又は mGy/h 

台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを 1 台） 

ｂ． 可搬型ダストモニタ（再処理施設と共用） 

種  類   ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 

           プラスチックシンチレーション式検出器 
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計測範囲   B．G．～99．9kmin-1 

台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｃ． 可搬型データ伝送装置（再処理施設と共用） 

台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｄ． 可搬型発電機（再処理施設と共用） 

台  数   ３台 

（予備として故障時及び待機除外時のバックアップを２台） 

容  量   約３kＶＡ/台 

 

５．緊急時対策建屋電源設備 

(１) 電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

①  緊急時対策建屋用発電機（再処理施設と共用） 

ディーゼル機関 

台  数   ２台（予備として故障時のバックアップを１台） 

燃  料   Ａ重油（約 420Ｌ/h） 

発 電 機 

種  類   三相同期発電機 

容  量   約 1700kＶＡ/台 

力  率   0．8（遅れ） 

電  圧   6．6kＶ 

周波数    50Hz 

 

 

 

5－978

j2140002
長方形

j2140002
長方形



②  緊急時対策建屋高圧系統6．9kＶ緊急時対策建屋用母線 

（再処理施設と共用） 

数  量   ２系統 

③  緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

（再処理施設と共用） 

数  量   ４系統 

④  燃料油移送ポンプ（再処理施設と共用） 

台  数   ４台（予備として故障時のバックアップを２台） 

容  量   約1．3m3/h/台 

⑤  燃料油配管・弁 (再処理施設と共用) 

数  量   １式 

 

(２) 燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

①  重油貯槽（再処理施設と共用） 

基  数   ２基 

容  量   約100ｍ3/基 

使用燃料   Ａ重油 

  

5－979

j2140002
長方形

j2140002
長方形

j2140002
長方形



 

 

 

 

 

 

２．10 その他加工設備の附属施設 小規模試験設

備，水素・アルゴン混合ガス設備 



【２．10 その他加工設備の附属施設 小規模試験設備，水素・アルゴン混合ガス設備 対象設備】 

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象 
資料 

番号 

その他加

工設備の

附属施設 

― 実験設備 小規模試験

設備 

― ― ― 小規模焼結処理装置内部温度高によ

る過加熱防止回路 

（１） 

小規模焼結処理装置への冷却水流量

低による加熱停止回路 

その他の主

要な事項 

水素･アル

ゴン混合ガ

ス設備 

― ― ― 混合ガス水素濃度高による混合ガス

供給停止回路及び混合ガス濃度異常

遮断弁 

 

 



 

添５第２表 安全上重要な施設（５／７） 

施設区分 
設備 
区分 

安全上重要な施設 
分類 
(注１) 

その他加 
工設備の 
附属施設 

非常用設 
備 

非常用所 
内電源設 
備 

非常用所内電源設備 
（安全上重要な施設に電
気を供給する範囲。） 

⑤ 

火災防護
設備 

グローブボックス温度監
視装置 

⑧ 

グローブボックス消火装
置（安全上重要な施設の
グローブボックスの消火
に関する範囲。） 

⑧ 

延焼防止ダンパ(安全上
重要な施設のグローブボ
ックスの排気系に設置す
るもの。) 

⑧ 

ピストンダンパ(安全上
重要な施設のグローブボ
ックスの給気系に設置す
るもの。) 

⑧ 

主要な実
験設備 

小規模試
験設備 

小規模粉末混合装置グロ 
ーブボックス 

① 

小規模プレス装置グロー 
ブボックス 

① 

小規模焼結処理装置グロ 
ーブボックス 

① 

小規模焼結処理装置 ① 
小規模焼結処理装置内部 
温度高による過加熱防止 
回路 

⑥ 

小規模焼結処理装置への
冷却水流量低による加熱
停止回路 

⑧ 

小規模焼結炉排ガス処理 
装置グローブボックス 

⑧ 

小規模焼結炉排ガス処理 
装置 

⑧ 

 

  

5－818

j2140002
長方形

j2140002
テキストボックス
２．10（１）



 

添５第２表 安全上重要な施設（６／７） 

施設区分 
設備 
区分 

安全上重要な施設 
分類 
(注１) 

その他加 
工設備の 
附属施設 

主要な実
験設備 

小規模試
験設備 

小規模焼結炉排ガス処理
装置の補助排風機（安全
機能の維持に必要な回路
を含む。） 

⑧ 

   小規模研削検査装置グロ 
ーブボックス 

⑧ 

   資材保管装置グローブボ 
ックス 

⑧ 

 その他の 
主要な事
項 

水素・ア 
ルゴン混 
合ガス設 
備 

混合ガス水素濃度高によ
る混合ガス供給停止回路
及び混合ガス濃度異常遮
断弁（焼結炉系，小規模
焼結処理系） 

⑧ 

  

- 

・以下の部屋で構成する
区域の境界の構築物 
原料受払室，原料受払室
前室，粉末調整第１室，
粉末調整第２室，粉末調
整第３室，粉末調整第４
室，粉末調整第５室，粉
末調整第６室，粉末調整
第７室，粉末調整室前
室，粉末一時保管室，点
検第１室，点検第２室，
ペレット加工第１室，ペ
レット加工第２室，ペレ
ット加工第３室，ペレッ
ト加工第４室，ペレット
加工室前室，ペレット一
時保管室，ペレット・ス
クラップ貯蔵室，点検第
３室，点検第４室，現場
監視第１室，現場監視第
２室，スクラップ処理
室，スクラップ処理室前
室，分析第３室 

③ 

      

5－819

j2140002
長方形



 

 

 

 

 

３．関連する別紙２（機能要求②抜粋） 

  



 

 

 

 

 

３．１ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（６条 27条：地震による損傷の防止） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②）
（第６条、第２７条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

64 c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震重要施設，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設及び波及的影響の設計対象とする下位クラス施設のう
ち，地下躯体を有する建物・構築物の耐震性を確保するため，周囲の
地下水を排水できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ及び水位
検出器）を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，
必要な機能が保持できる設計とするとともに，非常用電源設備又は基
準地震動による地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可
能な設計とする。

機能要求②
評価要求

地下水排水設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ―

〇

【機能要求②】
地下水排水設備

― 容量，揚程，出
力，範囲，個数

― ― ― ―

第1回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項



 

 

 

 

 

３．２ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（11条 29条：火災等による損傷の防止） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）

（第十一条・第二十九条 火災等による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

6

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置
する火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐
火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必
要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3
時間以上の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床により隣接する他の
火災区域と分離する。火災区域又は火災区画のファンネルには，他の
火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防
止装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

施設共通　基本設計方針
火災区域構造物

設計方針（火災区域の設
定）
設計方針（影響軽減）

〇
施設共通　基本設計方針
火災区域構造物

＜火災区域構造
物＞
名称、種類、主
要寸法、主要材
料

〇 －

火災影響軽減設備
　延焼防止ダンパ
　防火シャッタ　等

【機能要求②】
火災区域構造物

＜火災区域構造
物＞
名称、種類、主
要寸法、主要材
料

〇 －
火災影響軽減設備
　防火シャッタ

－ 〇 －
施設共通　基本設計方針（耐火シー
ル等） 等

－

24

d.　燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工
建屋内で水素濃度を確認し，万一，水素濃度が9.0vol％を超える場合
には，水素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁により焼結炉等への水
素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止） － － － － － － － 〇 －

その他主要な事項
　水素・アルゴン混合ガス設備

【機能要求②】
混合ガス水素濃度高による混合ガス
供給停止回路
混合ガス濃度異常遮断弁（焼結炉
系，小規模焼結処理系）

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

<インターロック
>
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

<主要弁>
主要寸法

－ － － －

25

また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉内への空気混入を防止するた
め，熱的制限値を設定し，温度制御機器により焼結時の温度を制御す
るとともに，炉内温度が熱的制限値を超えないよう過加熱防止回路に
より炉内の加熱を自動で停止する設計とする。

機能要求② 過加熱防止回路 設計方針（発生防止） － － － － － － － 〇 －
焼結炉内部温度高による過加熱防止
回路

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

<インターロック
>
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

－ － － －

98

ただし，グローブボックス内の消火を行う不活性ガス消火装置(グロー
ブボックス消火装置)については，グローブボックスの給気量を下回る
ように消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から所定の時
間で放出を完了できる設計とする。
また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガスの放出単
位を設定し，その放出単位の給気量の合計値を下回るように消火ガス
を放出するとともに，消火ガス放出開始から所定の時間で放出を完了
できる設計とし，消火剤容量は最も大きな放出単位を消火できる量以
上を配備する。

設置要求
機能要求②

消火設備　GB消火装置
ピストンダンパ，延焼防止ダンパ

設計方針（火災の消火） － － － 〇 －

消火設備
　GB消火装置
　ピストンダンパ
　延焼防止ダンパ

＜容器＞
名称、種類、
・容量、最高使
用圧力、最高使
用温度、主要寸
法、材料、
・個数、取付箇
所

＜主配管＞
名称、最高使用
圧力、最高使用
温度、外径、厚
さ、材料

＜主要弁＞
主要寸法

－ － － － － － － －

128

(b)　水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火
設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水
平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないように
し，系列間を6ｍ以上の離隔距離により分離する設計とし，かつ，火災
感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計と
する。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針，GB排風機，火災感知設
備，消火設備（窒素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）

－ － － 〇 －

GB排風機

【機能要求②】
消火設備
　窒素消火装置

＜容器＞
名称、種類、
・容量、最高使
用圧力、最高使
用温度、主要寸
法、材料、
・個数、取付箇
所

＜主配管＞
名称、最高使用
圧力、最高使用
温度、外径、厚
さ、材料

〇 －
火災感知設備
　自動火災報知設備

－ － － － －

項目
番号

基本設計方針
要求
種別

主な設備 展開事項
第1回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請

－ － －97

a.　消火設備の消火剤の容量
消火設備は，想定される火災の性質に応じた十分な容量として，消防
法施行規則及び試験結果に基づき算出した消火剤容量を配備する設計
とする。

設置要求
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － 〇 －

【機能要求②】
消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

＜容器＞
名称、種類、
・容量、最高使
用圧力、最高使
用温度、主要寸
法、材料、
・個数、取付箇
所

＜主配管＞
名称、最高使用
圧力、最高使用
温度、外径、厚
さ、材料

〇 －
消火設備
　消火用水槽
　ろ過水貯槽

＜容器＞
名称、種類、容
量、最高使用圧
力、最高使用温
度、主要寸法、
材料、個数、取
付箇所
＜ポンプ・原動
機＞
名称、種類、容
量、揚程、最高
使用圧力、最高
使用温度、主要
寸法、材料、個
数、取付箇所
＜主配管＞
名称、最高使用
圧力、最高使用
温度、外径、厚
さ、材料

－



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）

（第十一条・第二十九条 火災等による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針
要求
種別

主な設備 展開事項
第1回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請

129

(c)　1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設
置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間
の耐火能力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火
設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針，非常用発電機（燃料移送
ポンプ），火災感知設備，消火設備
（二酸化炭素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）
評価方法（影響軽減）
評価（影響軽減）

－ － － 〇 －
【機能要求②】
消火設備
　二酸化炭素消火装置

＜容器＞
名称、種類、
・容量、最高使
用圧力、最高使
用温度、主要寸
法、材料、
・個数、取付箇
所

＜主配管＞
名称、最高使用
圧力、最高使用
温度、外径、厚
さ、材料

〇 －

燃料移送ポンプ

火災感知設備
　自動火災報知設備

－ － － － －

131

(b)　中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等
で分離された設計」，「互いに相違する系列間の水平距離が6ｍ以上あ
り，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」，又は「1
時間の耐火能力を有する隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，火災
感知設備及び自動消火設備を設置する設計」とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針，GB排風機，非常用所内電
源設備，火災感知設備，窒素消火装
置

基本方針
設計方針（影響軽減）

－ －

非常用発電機の系統

火災感知設備
　自動火災報知設備

－ － 〇 － － － － － －

GB排風機

【機能要求②】
窒素消火装置

＜容器＞
名称、種類、
・容量、最高使
用圧力、最高使
用温度、主要寸
法、材料、
・個数、取付箇
所

＜主配管＞
名称、最高使用
圧力、最高使用
温度、外径、厚
さ、材料

〇



 

 

 

 

 

３．３ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（15条 31条：材料及び構造） 

 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第15条・第31条 材料及び構造）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

4

8.2.1.1　材料について
 (1)  機械的強度及び化学的成分
a.　安全機能を有する施設の容器等に使用する材料は，その使用され
る圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び
化学的成分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②
安全機能を有する施設の容器，管，
支持構造物

設計方針（評価方法等） － － － ○ －

グローブボックス排気設備（安重範
囲）
工程室排気設備（安重範囲）
グローブボックス消火装置（安重範
囲）
分析済液処理装置グローブボックス
（漏えい受皿）
分析済液処理装置

<容器>
<核物質等取扱
ボックス（漏え
い受皿）>
・主要材料

<主配管>
・主要材料

○ －
非常用発電機
　起動用空気槽

<容器>
・主要材料

<主配管>
・主要材料

－ － － －

5
b.　重大事故等対処設備の容器等に使用する材料は，その使用される
圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な材料を使用する設
計とする。

機能要求②
常設重大事故等対処設備の容器，
管，支持構造物

設計方針（評価方法等） － － － ○ －
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

<主配管>
・主要材料

○ － 遠隔消火装置

<容器>
・主要材料

<主配管>
・主要材料

○ －

第1軽油貯槽
第2軽油貯槽
第1貯水槽
第2貯水槽
緊急時対策建屋加圧ユニット
重油貯槽

<容器>
・主要材料

<主配管>
・主要材料

機能要求②
安全機能を有する施設の容器，管，
支持構造物

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － ○ －

グローブボックス消火装置（安重範
囲）
分析済液処理装置グローブボックス
（漏えい受皿）
分析済液処理装置

<容器>
<核物質等取扱
ボックス（漏え
い受皿）>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

○ －
非常用発電機
　起動用空気槽

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

－ － － －

機能要求②
常設重大事故等対処設備の容器，
管，支持構造物

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － － － － － ○ － 遠隔消火装置

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

○ －

第1軽油貯槽
第2軽油貯槽
第1貯水槽
第2貯水槽
緊急時対策建屋加圧ユニット
重油貯槽

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

安全機能を有する施設の
管（ダクト）

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － ○ －
グローブボックス排気設備（安重範
囲）
工程室排気設備（安重範囲）

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

－ － － － － － － －

常設重大事故等対処設備の
管（ダクト）

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － ○ －
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

－ － － － ○ － 緊急時対策建屋換気設備

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

8
b. 容器等のうちダクトにあっては，設計上定める条件において，延性
破断に至る塑性変形を生じない設計とする。

機能要求②

代替グローブボックス排気設備

<主配管>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

○ －
軽油用タンクローリ
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

7

8.2.1.2　構造及び強度について
 (1)  延性破断の防止
ａ．容器等は，最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷さ
れている状態（以下「設計上定める条件」という。）において，全体
的な変形を弾性域に抑える設計とする。

機能要求②
可搬型重大事故等対処設備の
容器，管

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ ○ －－ － － －

6
c.　可搬型重大事故等対処設備の容器等に使用する材料は，その使用
される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して日本産業規格等に
適合した適切な材料を使用する設計とする。

機能要求②
可搬型重大事故等対処設備の容器，
管

設計方針（評価方法等） － 代替グローブボックス排気設備

<容器>
・主要材料

<主配管>
・主要材料

○－ － ○ －－ － － － －
軽油用タンクローリ
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

<容器>
・主要材料

<主配管>
・主要材料

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

－ －

第1回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第15条・第31条 材料及び構造）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

第1回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

機能要求②
安全機能を有する施設の容器等に属
する伸縮継手

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － － － － － ○ － 基本方針 － － － － －

機能要求②
常設重大事故等対処設備の
容器等に属する伸縮継手

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － － － － － ○ － 遠隔消火装置

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

－ － － －

機能要求②
安全機能を有する施設の容器，管，
支持構造物

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － ○ －

グローブボックス消火装置（安重範
囲）
分析済液処理装置グローブボックス
（漏えい受皿）
分析済液処理装置

<容器>
<核物質等取扱
ボックス（漏え
い受皿）>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

○ －
非常用発電機
　起動用空気槽

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

－ － － －

機能要求②
常設重大事故等対処設備に属する容
器，管，支持構造物

設計方針（評価方法等）
評価方法
評価

－ － － － － － － ○ － 遠隔消火装置

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

○ －

第1軽油貯槽
第2軽油貯槽
第1貯水槽
第2貯水槽
緊急時対策建屋加圧ユニット
重油貯槽

<容器>
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

10
(3)  座屈による破壊の防止
容器等は，設計上定める条件において，座屈が生じない設計とする。

9

(2)  疲労破壊の防止
容器等に属する伸縮継手にあっては，設計上定める条件で応力が繰り
返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。



 

 

 

 

 

３．４ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（18条：警報設備等） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（十八条 警報設備等）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

1

設計基準対象の施設は，MOX燃料加工施設の設備の機能の喪失，誤操作
その他の要因によりMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが
生じたとき（グローブボックス内火災が生じたとき）に，これらを確
実に検知して速やかに警報する設備（火災防護設備のグローブボック
ス温度監視装置（熱感知器））を設置する設計とする。

機能要求②
・火災防護設備　グローブボックス
温度監視装置（熱感知器）

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －
・火災防護設備　グローブボックス
温度監視装置（熱感知器）

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

－ － － －

2

設計基準対象の施設は，放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇
所における排気中の放射性物質の濃度が著しく上昇したときに，これ
らを確実に検知して速やかに警報する設備（放射線監視設備の排気モ
ニタ）を設置する設計とする。

機能要求② ・放射線監視設備　排気モニタ 設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 － ・放射線監視設備　排気モニタ

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

－ － － －

3

設計基準対象の施設は，液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状
の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，これを確実
に検知して速やかに警報する設備（低レベル廃液処理設備のサンプ又
は漏えい液受皿液位）を設置する設計とする。

機能要求②

・低レベル廃液処理設備　サンプ液
位
・低レベル廃液処理設備　漏えい液
受皿液位

設計方針（系統構成） － － － 〇 －

・低レベル廃液処理設備　サンプ液
位
・低レベル廃液処理設備　漏えい液
受皿液位

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

－ － － － － － － －

4

5

6
・小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路

設計方針（系統構成）
・小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路

7
・混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路

設計方針（系統構成）
・混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

〇 －

・焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路
・小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

〈インターロッ
ク〉
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

－ － － －

設計基準対象の施設は，MOX燃料加工施設の設備の機能の喪失，誤操作
その他の要因によりMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが
生じたときに，熱的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のため
の設備（焼結炉内部温度高による過加熱防止回路，小規模焼結処理装
置内部温度高による過加熱防止回路，小規模焼結処理装置への冷却水
流量低による加熱停止回路，混合ガス水素濃度高による混合ガス供給
停止回路）の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる設計とす
る。

機能要求②

・焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路
・小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路

設計方針（系統構成）

－ － － － － － －

第１回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項



 

 

 

 

 

３．５ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（19条：放射線管理施設） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②）
（第19条 放射線管理施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

19－11

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，中央監視室において監視
及び記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ
設定した値を超えた場合に，中央監視室及び必要な箇所において警報
を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋内モニタリン
グ設備）】
ガンマ線エリアモニタ、中性子線エ
リアモニタ、アルファ線ダストモニ
タ

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
ガンマ線エリアモニタ、中性子線エ
リアモニタ、アルファ線ダストモニ
タ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲
警報動作範囲

― ― ― ―

19－12

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，緊急時対策所において指
示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋内モニタリン
グ設備）】
ガンマ線エリアモニタ、中性子線エ
リアモニタ、アルファ線ダストモニ
タ

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
ガンマ線エリアモニタ、中性子線エ
リアモニタ、アルファ線ダストモニ
タ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

― ― ― ―

19－13

エリアモニタ及びダストモニタは，監視対象箇所で想定される放射線
レベル及び放射能レベルを監視できるよう，十分な計測範囲を有する
設計とする。

機能要求②

【放射線監視設備（屋内モニタリン
グ設備）】
ガンマ線エリアモニタ、中性子線エ
リアモニタ、アルファ線ダストモニ
タ

設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
ガンマ線エリアモニタ、中性子線エ
リアモニタ、アルファ線ダストモニ
タ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

― ― ― ―

19－19

排気モニタは，２系統で構成し，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放出
される放射性気体廃棄物中の放射性物質を排気筒において連続的に捕
集し，放射性物質の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため，
排気モニタを設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
排気モニタ

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 排気モニタ
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

― ― ― ―

19－20

排気モニタの測定値は，中央監視室において指示及び記録するととも
に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，中央監視
室に警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
排気モニタ

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 排気モニタ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲
警報動作範囲

― ― ― ―

19－21

排気モニタの測定値は，緊急時対策所において指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
排気モニタ

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 排気モニタ
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

― ― ― ―

モニタリングポスト、ダストモニタ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲
警報動作範囲

― ― 〇 ―― ―19－24

モニタリングポスト及びダストモニタの測定値は，中央監視室におい
て指示及び記録するとともに，空間放射線量率又は放射能レベルがあ
らかじめ設定した値を超えたときは，直ちに中央監視室に警報を発す
る設計とする。モニタリングポスト及びダストモニタの測定値は，緊
急時対策所において指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
モニタリングポスト、ダストモニタ

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系

統構成）
設計方針（指示、表示、

記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警

報動作範囲）

― ― ―― ― ― ―

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第１回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請

濃灰色：SA設備に関する記載



 

 

 

 

 

３．６ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（20条：廃棄施設） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第二十条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

3

5.2 放射性物質の廃棄施設の基本設計方針
気体廃棄物の廃棄施設は，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放出される
放射性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，管理区域から
の排気は，高性能エアフィルタで放射性物質を除去する設計とする。

機能要求②
建屋排気設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備

設計方針（系統構成） － － － ○ －

建屋排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
グローブボックス排気フィルタ

〈フィルタ〉
・容量
・効率

－ － － － － － － －

7

気体廃棄物の廃棄施設のうち，建屋排気設備，工程室排気設備及びグ
ローブボックス排気設備の排気側には，核燃料物質又は核燃料物質に
よって汚染された物（以下，「核燃料物質等」という。）を除去する
ための設備・機器として，高性能エアフィルタを複数段設け，核燃料
物質等を除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

建屋排気設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備

設計方針（系統構成） － － － ○ －

建屋排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
グローブボックス排気フィルタ

〈フィルタ〉
・容量
・効率

－ － － － － － － －

9

核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを
設ける設計とすることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を
合理的に達成できる限り少なくするとともに，設計基準事故時におい
ても可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保され
る設計とし，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよ
う，事故に起因して環境に放出される核燃料物質等の放出量を低減す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

建屋排気設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備

設計方針（系統構成） － － － ○ －

建屋排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
グローブボックス給気フィルタ
グローブボックス排気フィルタ

〈フィルタ〉
・容量
・効率

－ － － － － － － －

23

5.2.2.2   廃油保管室の廃油保管エリア
廃油保管室の廃油保管エリアは，管理区域内において，機器の点検並
びに交換及び装置の稼動に伴って発生する機械油又は分析作業に伴い
発生する有機溶媒（以下「油類」という。）のうち，燃料加工建屋の
管理区域内で発生する再利用しない油類は，ドラム缶又は金属製容器
に封入し油類廃棄物として保管廃棄するために必要な容量を確保する
設計とする。

機能要求② 廃油保管室の廃油保管エリア
設計方針（保管廃棄エリ
アの容量，設置場所） － － － － － － － － － － － 〇 － 廃油保管室の廃油保管エリア

〈保管・廃棄エ
リア〉
・容量
・主要寸法

24

5.2.2.3   海洋放出管理系
海洋放出管理系は，MOX燃料加工施設の排水口から排出した排水を再処
理施設の第１放出前貯槽及び第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出
管の海洋放出口から海洋へ放出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

海洋放出管理系
　第1放出前貯槽
　第1海洋放出ポンプ
　海洋放出管

設計方針（系統構成）
設計方針（経路維持）

設計方針（流量）
－ － － － － － － － － － － 〇 －

海洋放出管理系
　第1放出前貯槽
　第1海洋放出ポンプ
　海洋放出管

〈容器〉
・容量

〈ポンプ〉
・容量
・吐出圧力
・原動機

〈主配管〉
・外径・厚さ

27

MOX燃料加工施設で発生する放射性固体廃棄物は，可燃性，難燃性及び
不燃性の雑固体であり，分別等を行った後，ドラム缶又は金属製角型
容器に封入し，廃棄物保管第１室及び廃棄物保管第2室の廃棄物保管エ
リアで保管廃棄するか，再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の
第2低レベル廃棄物貯蔵系で保管廃棄する。
保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）は，放
射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。
液体状の放射性廃棄物のうち油類廃棄物については，吸着剤により固
型化処理し，ドラム缶又は金属製角型容器に封入後，放射性固体廃棄
物として保管廃棄する。
放射性固体廃棄物を保管廃棄する場合において，雑固体を容器に封入
するときは，ドラム缶又は金属製角型容器は，次に掲げる基準に適合
する設計とする。
（1）ドラム缶又は金属製角型容器は，水が浸透しにくく，腐食に耐
え，及び放射性廃棄物が漏れにくい構造とする設計とする。
（2）ドラム缶又は金属製角型容器は，亀裂又は破損が生じるおそれが
ない構造とする設計とする。
（3）ドラム缶又は金属製角型容器の蓋が容易に外れないように固定可
能な設計とする。

機能要求②
－ － － － － － － － － － － 〇 －

〈保管・廃棄エ
リア〉
・容量
・主要寸法

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

廃棄物保管設備
（廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第
2室の廃棄物保管エリア）

再処理施設の第2低レベル廃棄物貯蔵
建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設備
の第2低レベル廃棄物貯蔵系

基本方針
（保管廃棄施設の容量，
設置場所）

廃棄物保管設備
（廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第
2室の廃棄物保管エリア）

再処理施設の第2低レベル廃棄物貯蔵
建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設備
の第2低レベル廃棄物貯蔵系

－ － － － － － － －○ －

低レベル廃液処理設備
　吸着処理オープンポートボックス
　ろ過処理オープンポートボックス

【機能要求②】
低レベル廃液処理設備
　イオン系廃液検査槽
　イオン系廃液検査槽ポンプ
　固体系廃液検査槽
　固体系廃液検査槽ポンプ
　吸着処理前槽
　吸着処理前槽ポンプ
　吸着処理塔
　吸着処理後槽
　吸着処理後槽ポンプ
　ろ過処理前槽
　ろ過処理前槽ポンプ
　第1ろ過処理装置
　第2ろ過処理装置
　精密ろ過装置
　限外ろ過装置
　ろ過処理後槽
　ろ過処理後槽ポンプ
　廃液貯槽
　廃液貯槽ポンプ

22

5.2.2.1   低レベル廃液処理設備
低レベル廃液処理設備は，分析設備の分析済液処理装置から発生する
廃液，試薬調整器具の洗浄水等及び放出管理分析設備から発生する廃
液並びに管理区域内で発生する空調機器ドレン水等を区分して，それ
ぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に受け入れ，廃液中に含まれて放
出される放射性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，必要
に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液貯槽に送液する設
計とする。
廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の
処理を行い，廃液中の放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺
監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した後，排水口か
ら排出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

低レベル廃液処理設備
　吸着処理オープンポートボックス
　ろ過処理オープンポートボックス
　イオン系廃液検査槽
　イオン系廃液検査槽ポンプ
　固体系廃液検査槽
　固体系廃液検査槽ポンプ
　吸着処理前槽
　吸着処理前槽ポンプ
　吸着処理塔
　吸着処理後槽
　吸着処理後槽ポンプ
　ろ過処理前槽
　ろ過処理前槽ポンプ
　第1ろ過処理装置
　第2ろ過処理装置
　精密ろ過装置
　限外ろ過装置
　ろ過処理後槽
　ろ過処理後槽ポンプ
　廃液貯槽
　廃液貯槽ポンプ
　主配管(耐震Cクラス)

設計方針（系統構成）
設計方針（設備構成）
設計方針（処理能力）

〈容器〉
・容量

〈ろ過装置〉
・容量

〈ポンプ〉
・容量
・吐出圧力
・原動機

〈主配管〉
・外径・厚さ

－ － －

第３回申請 第４回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回申請 第２回申請



 

 

 

 

 

３．７ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（24条：非常用電源設備） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第二十四条 非常用電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

機能要求②
非常用直流電源設備（蓄電池）
非常用無停電電源装置（蓄電池）

設計方針 － － － － － － － 〇 －
非常用直流電源設備（蓄電池）
非常用無停電電源装置（蓄電池）

〈電力貯蔵装置
（蓄電池）〉
・容量
・電圧

－ － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－－ － － 〇 －
第１非常用ディーゼル発電機
重油タンク

〈発電機〉
・容量
・燃料
・力率
・電圧
・周波数

〈容器〉
・容量

〈ポンプ〉
・容量
・吐出圧力
・原動機

〈主配管〉
・外径・厚さ

〇 －

非常用発電機
燃料油貯蔵タンク
燃料油サービスタンク
起動用空気槽
燃料油移送ポンプ
主配管

〈発電機〉
・容量
・燃料
・力率
・電圧
・周波数

〈容器〉
・容量

〈ポンプ〉
・容量
・吐出圧力
・原動機

〈主配管〉
・外径・厚さ

6

非常用無停電電源装置は，外部電源喪失時に必要な電力の供給が非常
用発電機から開始されるまでの間においても，非常用直流電源設備で
ある蓄電池（非常用）から直流電源が供給されることにより，電力供
給が可能な設計とする。

7

内燃機関を原動力とする非常用所内電源設備のうち燃料加工建屋の非
常用発電機及び再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機等は，停電
等の外部電源系統の機能喪失時に，グローブボックス排風機，放射線
監視設備，火災の警報設備，通信連絡設備及び非常用照明，並びに熱
的制限値を維持するために必要な設備の安全機能を確保するために，
十分な容量，機能及び信頼性を有する設計とする。

機能要求②

非常用発電機
燃料油貯蔵タンク
燃料油サービスタンク
起動用空気槽
燃料油移送ポンプ
主配管
第１非常用ディーゼル発電機
重油タンク

設計方針 － － －

第３回申請 第４回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回申請 第２回申請



 

 

 

 

 

３．８ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（33条：閉じ込める機能の喪失に 

対処するための設備） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

7

また，上記の対策によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設
備からの外部への放出経路が遮断されたことを確認するため，ダンパ
出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し，ダクト内の風速
を計測できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

設計方針（系統構成） - - - ○ -

グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス排気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダ
ンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

- ○ -
【機能要求②】
可搬型ダンパ出口風速計

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

- - - -

15

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排
気設備及び工程室排気設備の放出経路遮断後におけるダンパ出口のダ
クト内風速を確認するため，重大事故に想定される変動範囲を監視可
能な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに
予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含
め，十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型ダンパ出口風速計
設計方針（個数及び容
量）

- - - - - - - ○ - 可搬型ダンパ出口風速計
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

- - - -

35

代替グローブボックス排気設備は，核燃料物質等の回収の一環とし
て，設計基準対象の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時
間を要することが想定されるため，可搬型排風機付フィルタユニッ
ト，可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを敷設及び接続し，可
搬型ダクト及びグローブボックス排気設備を接続した後，可搬型排風
機付フィルタユニットを運転することで，工程室からグローブボック
ス排気経路への気流を確保するとともに，可搬型排風機付フィルタユ
ニット及び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計４段の高性能エア
フィルタによりＭＯＸ粉末を捕集できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

設計方針（系統構成） - - - ○ -

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震
Sクラス)

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率

○

予備混合装置グローブボックス
添加剤混合装置Aグローブボックス
添加剤混合装置Bグローブボックス
回収粉末処置・混合装置グローブ
ボックス

均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
プレス装置A(プレス部)グローブボッ
クス
プレス装置B(プレス部)グローブボッ
クス
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率

- - - -

36

代替グローブボックス排気設備は，設計基準対象の施設のグローブ
ボックス排気設備の排気機能を回復することで，グローブボックスか
ら間接的に工程室内の空気も排気することが可能であるため，グロー
ブボックス排気設備の排気機能のみ回復する設計とする。

機能要求①
機能要求②

設計方針（系統構成） - - - ○ -

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震
Sクラス)

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率

○

予備混合装置グローブボックス
添加剤混合装置Aグローブボックス
添加剤混合装置Bグローブボックス
回収粉末処置・混合装置グローブ
ボックス

均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
プレス装置A(プレス部)グローブボッ
クス
プレス装置B(プレス部)グローブボッ
クス
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率

＜ファン＞
・容量
・原動機

- - - -

----
＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
プレス装置A(プレス部)グローブボッ
クス
プレス装置B(プレス部)グローブボッ
クス

予備混合装置グローブボックス
添加剤混合装置Aグローブボックス
添加剤混合装置Bグローブボックス
回収粉末処置・混合装置グローブ
ボックス

○10
重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックスからの
漏えいを一定程度抑制できる設計とする。

設計方針（装置構造）

予備混合装置グローブボックス
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
回収粉末処置・混合装置グローブ
ボックス
添加剤混合装置Aグローブボックス
プレス装置A(プレス部)グローブボッ
クス
添加剤混合装置Bグローブボックス
プレス装置B(プレス部)グローブボッ
クス

機能要求①
機能要求②

--

グローブボックス排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震
Sクラス)
予備混合装置グローブボックス
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
回収粉末処置・混合装置グローブ
ボックス
添加剤混合装置Aグローブボックス
プレス装置A(プレス部)グローブボッ
クス
添加剤混合装置Bグローブボックス
プレス装置B(プレス部)グローブボッ
クス
可搬型排風機付フィルタユニット
可搬型フィルタユニット
可搬型ダクト

--

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第４回申請第1回申請 第２回申請 第３回申請

○

予備混合装置グローブボックス
添加剤混合装置Aグローブボックス
添加剤混合装置Bグローブボックス
回収粉末処置・混合装置グローブ
ボックス

均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
プレス装置A(プレス部)グローブボッ
クス
プレス装置B(プレス部)グローブボッ
クス

機能要求①
機能要求②
設置要求

上記の対策が完了するまでの間，火災の影響を受けてグローブボック
ス内又は工程室内の気相中に飛散又は漏えいしたＭＯＸ粉末は，火災
によって生ずる気流に押し流されて外部に放出されることから，これ
を抑制するため，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備に設
置された高性能エアフィルタでＭＯＸ粉末を捕集できる設計とする。

6
グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排風機入口手動ダ
ンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ
予備混合装置グローブボックス
均一化混合装置グローブボックス
造粒装置グローブボックス
回収粉末処置・混合装置グローブ
ボックス
添加剤混合装置Aグローブボックス
プレス装置A(プレス部)グローブボッ
クス
添加剤混合装置Bグローブボックス
プレス装置B(プレス部)グローブボッ
クス
可搬型ダンパ出口風速計

設計方針（系統構成） ○ - - - - -
＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

- - -

---

グローブボックス排風機入口手動ダ
ンパ
工程室排風機入口手動ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
工程室排気閉止ダンパ

【機能要求②】
グローブボックス排気ダクト（SA）
工程室排気ダクト（SA）
グローブボックス給気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタ(耐震
Sクラス)
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
工程室排気フィルタユニット

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜フィルタ＞
・効率



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第４回申請第1回申請 第２回申請 第３回申請

68

工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，工
程室内の放射性物質濃度の測定に必要な計測範囲を有するとともに，
十分な容量の充電池又は乾電池を有する設計とする。また，保有数
は，必要数並びに予備として故障時のバックアップを含め，十分な台
数を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ

設計方針（個数及び容
量）

- - - - - - - ○ -
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

- - - -

87

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故の発生を仮定
するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するため，
重大事故時に想定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計
とするとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火
災源となる９箇所に対してそれぞれの火災源近傍の温度を計測できる
設計とする。

機能要求②
設置要求

火災状況確認用温度計
設計方針（個数及び容
量）

- - - - - - - ○ - 火災状況確認用温度計
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

- - - -

115

代替消火設備の遠隔消火装置は，重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックス内における火災を消火するため，検証試験によって消火性能
が確認された消火剤を使用するとともに，全域放出方式の場合は消防
法施行規則第20条に基づき算出する消火剤量又は局所放出方式の場合
は検証試験結果を基に火災源となる潤滑油に対して設置したオイルパ
ンの燃焼面積に対して必要な消火剤量に余裕を考慮した消火剤量を有
する設計とするとともに，重大事故の発生を仮定するグローブボック
ス内の火災源となる９箇所に対してそれぞれ消火できる設計とする。

機能要求②
設置要求

遠隔消火装置
設計方針（個数及び容
量）

- - - - - - - ○ - 遠隔消火装置

＜容器＞
・容量

<主配管>
・外径・厚さ

- - - -

---- -

＜ファン＞
・容量
・原動機

<フィルタ>
・効率

○- 可搬型排風機付フィルタユニット-- ----
設計方針（個数及び容
量）

可搬型排風機付フィルタユニット
機能要求②
設置要求

代替グローブボックス排気設備の可搬型排風機付フィルタユニット
は，ＭＯＸ粉末を可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィル
タユニットの高性能エアフィルタで捕集しつつ，可搬型ダクトを介し
て，外部に放出するために必要な排気風量を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待
機除外時のバックアップを含め，十分な台数を確保する設計とする。

41



 

 

 

 

 

３．９ 別紙２ 機能要求②抜粋 

（34条：工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための設備） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(放水設備)）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

3

放水設備は，燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大気中への
放射性物質の拡散に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車から供
給する水を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲により燃料加
工建屋に放水できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

基本方針 - - - - - - - - - - - ○ -

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

<ポンプ>
容量
吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
原動機
<主配管>
最高使用圧力
最高使用温度
外径・厚さ
主要材料
個数
取付箇所

4

放水設備は，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料
火災が発生した場合，大型移送ポンプ車から水及び泡消火薬剤（2ｍ
3）を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供給することで，
放水による消火活動を行い，航空機燃料火災に対応できる設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

基本方針 - - - - - - - - - - - ○ -

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

<ポンプ>
容量
吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
原動機
<主配管>
最高使用圧力
最高使用温度
外径・厚さ
主要材料
個数
取付箇所

7
放水系統には，放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力
計を設置し，放水時の流量及び圧力を確認できる設計とする。

機能要求②
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

基本方針 - - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

15

再処理施設と共用する大気中への放射性物質の拡散を抑制するために
使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工建屋の最高点であ
る屋上全般にわたって放水設備の可搬型放水砲で放水するための水を
供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

<ポンプ>
容量
吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
原動機
<主配管>
最高使用圧力
最高使用温度
外径・厚さ
主要材料
個数
取付箇所

16

放水設備の可搬型放水砲で最大の容量の放水を可能にするため，放水
設備の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待
機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ - 【機能要求②】
大型移送ポンプ車

<ポンプ>
容量

17

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工建
屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために放
水設備の可搬型放水砲で放水するための水を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

<ポンプ>
容量
吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
原動機
<主配管>
最高使用圧力
最高使用温度
外径・厚さ
主要材料
個数
取付箇所

19

再処理施設と共用する大気中への放射性物質の拡散を抑制するために
使用する放水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋の最高点である屋
上全般にわたって放水するために必要な容量を有する設計とするとと
もに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め
十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲

<主配管>
外径・厚さ

20

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に使用する放水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋周
辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために必要な
容量を有する設計とする。

機能要求② 可搬型放水砲
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲

<主配管>
外径・厚さ

22

再処理施設と共用する放水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等
への対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び予
備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

可搬型建屋外ホース
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型建屋外ホース

<主配管>
外径・厚さ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回 第２回申請 第３回申請 第４回申請



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(放水設備)）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回 第２回申請 第３回申請 第４回申請

23

再処理施設と共用する放水設備の可搬型放水砲流量計は，放水設備の
可搬型放水砲の放水量を監視するため，重大事故時に想定される変動
範囲を監視可能な測定範囲を有する設計とするとともに，保有数は，
必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲流量計
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲流量計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

24

再処理施設と共用する放水設備の可搬型放水砲圧力計は，放水設備の
可搬型放水砲の放水時の圧力を監視するため，重大事故時に想定され
る変動範囲を監視可能な測定範囲を有する設計とするとともに，保有
数は，必要数及び予備として故障時のバックアップ含め十分な台数を
確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲圧力計
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲圧力計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲



 

 

 

 

 

３．10 別紙２ 機能要求②抜粋 

（35条：重大事故等への対処に必要となる 

水の供給設備） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第三十五条 重大事故等への対処に必要な水を供給するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

6

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水
源である第1貯水槽へ水を補給するため，第2貯水槽の水を大型移送ポ
ンプ車及び可搬型建屋外ホースを経由して，第1貯水槽へ補給できる設
計とする。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

基本方針 - - - - - - - - - - - ○ -

【機能要求②】
第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

<容器>
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
<ポンプ>
容量
吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
原動機
<主配管>
最高使用圧力
最高使用温度
外径・厚さ
主要材料
個数
取付箇所

7

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水
源である第1貯水槽へ水を補給するため，敷地外の水源から水を大型移
送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースを経由して，第1貯水槽へ補給でき
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

基本方針 - - - - - - - - - - - ○ -

【機能要求②】
第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

<容器>
容量
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
<ポンプ>
容量
吐出圧力
最高使用圧力
最高使用温度
主要寸法
主要材料
個数
取付箇所
原動機
<主配管>
最高使用圧力
最高使用温度
外径・厚さ
主要材料
個数
取付箇所

9
水供給設備の第1貯水槽及び第2貯水槽の水位を確認するため，水供給
設備の可搬型貯水槽水位計（ロープ式）及び可搬型貯水槽水位計（電
波式）により貯水槽水位が確認できる設計とする。

機能要求②
可搬型貯水槽水位計（ロープ式）
可搬型貯水槽水位計（電波式）

基本方針 - - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型貯水槽水位計（ロープ式）
可搬型貯水槽水位計（電波式）

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

10
水の補給時の流量を確認するため，水の補給系統に水供給設備の可搬
型第1貯水槽給水流量計を接続し，水の補給時の流量を確認できる設計
とする。

機能要求② 可搬型第１貯水槽給水流量計 基本方針 - - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型第１貯水槽給水流量計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

20
再処理施設と共用する水供給設備の第1貯水槽は，重大事故等への対処
に必要となる水を供給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第1貯水槽
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
第1貯水槽

<容器>
容量

21
再処理施設と共用する水供給設備の第2貯水槽は，大量の水が必要とな
る重大事故等への対処を継続させるために水供給設備の第1貯水槽へ水
を補給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第2貯水槽
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
第2貯水槽

<容器>
容量

22

再処理施設と共用する水供給設備の大型移送ポンプ車は，重大事故等
への対処に必要となる水を補給するために必要な容量を有する設計と
するとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアッ
プを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

<ポンプ>
容量

24

再処理施設と共用する水供給設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故
等への対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計と
する。

機能要求②
設置要求

可搬型建屋外ホース
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型建屋外ホース

<主配管>
外径・厚さ

25

再処理施設と共用する可搬型貯水槽水位計（ロープ式）は，水供給設
備の第1貯水槽及び第2貯水槽の水位を監視するため，重大事故時に想
定される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十
分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型貯水槽水位計（ロープ式）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

26

再処理施設と共用する可搬型貯水槽水位計（電波式）は，水供給設備
の第1貯水槽及び第2貯水槽の水位を監視するため，重大事故時に想定
される変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，
保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除
外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型貯水槽水位計（電波式）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型貯水槽水位計（電波式）

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回 第２回申請 第３回申請 第４回申請



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第三十五条 重大事故等への対処に必要な水を供給するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回 第２回申請 第３回申請 第４回申請

27

再処理施設と共用する可搬型第1貯水槽流量計は，水供給設備の大型移
送ポンプ車からの吐出流量を監視するため，重大事故時に想定される
変動範囲を監視可能な計測範囲を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型第１貯水槽給水流量計
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型第１貯水槽給水流量計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

30
水供給設備の第1貯水槽及び第2貯水槽は，コンクリート構造とするこ
とで汽水による腐食を考慮した設計とする。

機能要求②
第1貯水槽
第2貯水槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

- - - - - - - - - - - ○ -
【機能要求②】
第1貯水槽
第2貯水槽

<容器>
主要材料



 

 

 

 

 

３．11 別紙２ 機能要求②抜粋 

（36条：電源設備） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第36条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

2
代替電源設備は，重大事故等への対処に必要となる十分な容量を確保
するとともに，必要な期間にわたり給電が可能な設計とする。

機能要求②
燃料加工建屋可搬型発電機

制御建屋可搬型発電機
情報連絡用可搬型発電機

設計方針（所内電源設
備）

－ － － － － － － － － － － 〇 －
燃料加工建屋可搬型発電機

制御建屋可搬型発電機
情報連絡用可搬型発電機

＜発電機＞
・容量

17

代替電源設備の燃料加工建屋可搬型発電機は，重大事故等に対処する
ために必要な電力を確保するために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守によ
る待機除外時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

燃料加工建屋可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処

設備））
－ － － － － － － － － － － 〇 － 燃料加工建屋可搬型発電機

＜発電機＞
・容量
・燃料

18

代替電源設備の情報連絡用可搬型発電機は，重大事故等に対処するた
めに必要な電力を確保するために必要な容量を有する設計とするとと
もに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による
待機除外時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

情報連絡用可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処

設備））
－ － － － － － － － － － － 〇 － 情報連絡用可搬型発電機

＜発電機＞
・容量
・燃料

19

代替電源設備のうち，再処理施設と共用する制御建屋可搬型発電機
は，重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な
容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備とし
て故障時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

制御建屋可搬型発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処

設備））
設計方針（共用）

－ － － － － － － － － － － 〇 － 制御建屋可搬型発電機
＜発電機＞
・容量
・燃料

56
再処理施設と共用する軽油貯槽は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施
設における重大事故等に対処するために必要な容量を有する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

軽油貯槽
大型移送ポンプ車（燃料タンク）
可搬型環境モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型排気モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型気象観測用発電機（燃料タン

ク）
環境モニタリング用可搬型発電機

（燃料タンク）
燃料加工建屋可搬型発電機（燃料タ

ンク）
情報連絡用可搬型発電機（燃料タン

ク）
制御建屋可搬型発電機（燃料タン

ク）

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設

備））
設計方針（共用）

－ － － － － － － － － － － 〇 －

軽油貯槽
大型移送ポンプ車（燃料タンク）
可搬型環境モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型排気モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型気象観測用発電機（燃料タン

ク）
環境モニタリング用可搬型発電機

（燃料タンク）
燃料加工建屋可搬型発電機（燃料タ

ンク）
情報連絡用可搬型発電機（燃料タン

ク）
制御建屋可搬型発電機（燃料タン

ク）

＜容器＞
・個数
・容量

57

再処理施設と共用する軽油用タンクローリは，ＭＯＸ燃料加工施設及
び再処理施設における重大事故等に対処するために必要な容量を有す
る設計とするとともに，保有数は必要数並びに予備として故障時及び
点検保守による待機除外時のバックアップを含め必要な台数以上を保
管する設計とする。

機能要求②
設置要求

軽油用タンクローリ
大型移送ポンプ車（燃料タンク）
可搬型環境モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型排気モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型気象観測用発電機（燃料タン

ク）
環境モニタリング用可搬型発電機

（燃料タンク）
燃料加工建屋可搬型発電機（燃料タ

ンク）
情報連絡用可搬型発電機（燃料タン

ク）
制御建屋可搬型発電機（燃料タン

ク）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処

設備））
設計方針（共用）

－ － － － － － － － － － － 〇 －

軽油用タンクローリ
大型移送ポンプ車（燃料タンク）
可搬型環境モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型排気モニタリング用発電機

（燃料タンク）
可搬型気象観測用発電機（燃料タン

ク）
環境モニタリング用可搬型発電機

（燃料タンク）
燃料加工建屋可搬型発電機（燃料タ

ンク）
情報連絡用可搬型発電機（燃料タン

ク）
制御建屋可搬型発電機（燃料タン

ク）

＜容器＞
・容量

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請



 

 

 

 

 

３．12 別紙２ 機能要求②抜粋 

（37条：監視測定設備） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第37条 監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

37－8

排気モニタリング設備は，MOX燃料加工施設から大気中へ放出される放
射性気体廃棄物中の放射性物質を排気筒において連続的に捕集し，放
射性物質の濃度を測定し，記録する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
排気モニタ、工程室排気ダクト，グ
ローブボックス排気ダクト、排気筒

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

工程室排気ダクト、グローブボック
ス排気ダクト、排気筒

【機能要求②】
排気モニタ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

― ― ― ―

37－9

排気モニタは，重大事故等時において，再処理施設の中央制御室及び
緊急時対策所へ測定値を伝送し，緊急時対策建屋情報把握設備，制御
建屋情報把握設備及び情報把握収集伝送設備により監視及び記録する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
排気モニタ、工程室排気ダクト，グ
ローブボックス排気ダクト、排気筒

【通信連絡設備】
緊急時対策建屋情報把握設備
制御建屋情報把握設備
情報把握収集伝送設備

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

工程室排気ダクト、グローブボック
ス排気ダクト、排気筒

【機能要求②】
排気モニタ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
制御建屋情報把握設備
情報把握収集伝送設備

―

37－11

排気モニタは，MOX燃料加工施設から放出される放射性物質の濃度の監
視，測定のために必要なサンプリング量及び計測範囲に対して十分な
容量を有する設計とするとともに，必要な台数を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
排気モニタ

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 排気モニタ
＜計測装置＞
計測範囲

― ― ― ―

37－18

モニタリングポストは，周辺監視区域境界付近における空間放射線量
率を連続監視し，記録する設計とする。

機能要求②
【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
モニタリングポスト

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― モニタリングポスト
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－19

ダストモニタは，周辺監視区域境界付近における放射性物質を連続的
に捕集，測定し，記録する設計とする。

機能要求②
【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
ダストモニタ

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ダストモニタ
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－20

環境モニタリング設備は，重大事故等時において，再処理施設の中央
制御室及び緊急時対策所へ測定値を伝送し，緊急時対策建屋情報把握
設備により監視及び記録する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
モニタリングポスト、ダストモニタ

【通信連絡設備】
緊急時対策建屋情報把握設備

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

【機能要求②】
モニタリングポスト、ダストモニタ

緊急時対策建屋情報把握設備

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－25

再処理施設と共用する環境モニタリング設備は，周辺監視区域境界付
近において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定するために必要
なサンプリング量及び計測範囲に対して十分な容量を有する設計とす
るとともに，必要な台数を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

【放射線監視設備（屋外モニタリン
グ設備）】
モニタリングポスト、ダストモニタ

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― モニタリングポスト、ダストモニタ
＜計測装置＞
計測範囲

37－36

可搬型排気モニタリング設備は，MOX燃料加工施設から放出される放射
性物質の濃度の監視，測定に必要なサンプリング量及び計測範囲を有
する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時の
バックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。 機能要求②

設置要求

【代替モニタリング設備（代替排気
モニタリング設備）】
可搬型ダストモニタ

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 可搬型ダストモニタ
＜計測装置＞
計測範囲

37－47

可搬型環境モニタリング設備は，環境モニタリング設備が機能喪失し
た場合に，周辺監視区域において，線量を測定するとともに，空気中
の放射性物質を連続的に捕集及び測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【代替モニタリング設備（代替環境
モニタリング設備）】
可搬型線量率計、可搬型ダストモニ
タ

設計方針（代替環境モニ
タリング設備の設備構
成、系統構成）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
可搬型線量率計、可搬型ダストモニ
タ

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 可搬型ダストモニタ
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

〇 ―

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

設計方針（代替排気モニ
タリング設備の設備構
成、系統構成）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

【代替モニタリング設備（代替排気
モニタリング設備）】
可搬型ダストモニタ

機能要求①
機能要求②

可搬型排気モニタリング設備は，排気モニタリング設備が機能喪失し
た場合に，代替グローブボックス排気設備の可搬型ダクトに接続し，
MOX燃料加工施設から大気中へ放出される放射性物質を連続的に捕集す
るとともに，放射性物質の濃度を測定する設計とする。

37－33

第３回申請 第４回申請第１回申請 第２回申請

濃灰色：DB設備に関する記載



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第37条 監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第３回申請 第４回申請第１回申請 第２回申請

37－49

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合に，
燃料加工建屋の周辺における空気中の放射性物質の濃度及び線量当量
率を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録できるように，測定
値を指示する設計とする。

設置要求
機能要求②

【代替モニタリング設備（代替環境
モニタリング設備）】
可搬型建屋周辺モニタリング設備

設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 可搬型建屋周辺モニタリング設備
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－56

再処理施設と共用する可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区域
において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定に必要なサンプリ
ング量及び計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設
計とする。

機能要求②
設置要求

【代替モニタリング設備（代替環境
モニタリング設備）】
可搬型線量率計、可搬型ダストモニ
タ

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
可搬型線量率計、可搬型ダストモニ
タ

＜計測装置＞
計測範囲

37－58

再処理施設と共用する可搬型環境モニタリング用発電機は，可搬型環
境モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置に
給電できる容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並び
に予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを
含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

【代替モニタリング設備（代替環境
モニタリング設備）】
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 可搬型環境モニタリング用発電機
＜計測装置＞
計測範囲

37－59

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメータ
（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を測定するための計測範
囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故
障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

【代替モニタリング設備（代替環境
モニタリング設備）】
可搬型建屋周辺モニタリング設備
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

＜計測装置＞
計測範囲

37－60

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサン
プラ（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気中の放射性物質の濃度を測
定するためのサンプリング量及び計測範囲を有する設計とするととも
に，アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要
数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する
設計とし，可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として
１台，予備として故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保
する設計とする。

機能要求②
設置要求

【代替モニタリング設備（代替環境
モニタリング設備）】
可搬型建屋周辺モニタリング設備
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

【機能要求②】
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）

＜計測装置＞
計測範囲

37－71

放出管理分析設備は，重大事故等時において，排気モニタリング設備
及び可搬型排気モニタリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定
し，記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求②

【試料分析関係設備（放出管理分析
設備）】
アルファ線用放射能測定装置、ベー
タ線用放射能測定装置、核種分析装
置

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

（放出管理分析設備）
アルファ線用放射能測定装置、ベー
タ線用放射能測定装置、核種分析装
置

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

― ― ― ―

37－72

また，環境試料測定設備は，ダストモニタ及び可搬型ダストモニタで
捕集した放射性物質の濃度並びにMOX燃料加工施設及びその周辺で採取
した，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定し，記録できるよう
に，測定値を指示する設計とする。

機能要求②
【試料分析関係設備（環境試料測定
設備）】
放射能測定を行う機器

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（環境試料測定設備）
放射能測定を行う機器

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－76

放出管理分析設備は，MOX燃料加工施設から放出される放射性物質の濃
度を測定するために必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設計
とするとともに，必要な台数を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

【試料分析関係設備（放出管理分析
設備）】
アルファ線用放射能測定装置、ベー
タ線用放射能測定装置

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（放出管理分析設備）
アルファ線用放射能測定装置、ベー
タ線用放射能測定装置

＜計測装置＞
計測範囲

― ― ― ―

37－77

再処理施設と共用する環境試料測定設備は，MOX燃料加工施設及び再処
理施設から放出される放射性物質の濃度を測定するために必要な計測
範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，必要な台数を
有する設計とする。 機能要求②

設置要求

【試料分析関係設備（環境試料測定
設備）】
放射能測定を行う機器

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（環境試料測定設備）
放射能測定を行う機器

＜計測装置＞
計測範囲

37－82

可搬型放出管理分析設備は，放出管理分析設備が機能喪失した場合
に，排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング設備で捕集し
た放射性物質の濃度を測定し，記録できるように，測定値を指示する
設計とする。

機能要求②
【代替試料分析関係設備（可搬型放
出管理分析設備）】
可搬型放射能測定装置

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（可搬型放出管理分析設備）
可搬型放射能測定装置

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－83

可搬型試料分析設備は，環境試料測定設備が機能喪失した場合に，ダ
ストモニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質の濃度を測
定し，記録できるように，測定値を指示する設計とする。 機能要求②

【代替試料分析関係設備（可搬型試
料分析設備）】
可搬型放射能測定装置、可搬型核種
分析装置

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（可搬型試料分析設備）
可搬型放射能測定装置、可搬型核種
分析装置

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－84

可搬型試料分析設備は，MOX燃料加工施設からの放射性物質の放出のお
それがあると判断した場合に，MOX燃料加工施設及びその周辺で採取し
た，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定し，記録できるよう
に，測定値を指示する設計とする。 機能要求②

【代替試料分析関係設備（可搬型試
料分析設備）】
可搬型放射能測定装置、可搬型核種
分析装置

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（可搬型試料分析設備）
可搬型放射能測定装置、可搬型核種
分析装置

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37－89

可搬型放出管理分析設備は，MOX燃料加工施設から放出される放射性物
質の濃度を測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を
確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

【代替試料分析関係設備（可搬型放
出管理分析設備）】
可搬型放射能測定装置

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（可搬型放出管理分析設備）
可搬型放射能測定装置

＜計測装置＞
計測範囲

37－90

再処理施設と共用する可搬型試料分析設備の可搬型放射能測定装置
は，MOX燃料加工施設及び再処理施設から放出される放射性物質の濃度
を測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要
数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する
設計とする。

機能要求②
設置要求

【代替試料分析関係設備（可搬型試
料分析設備）】
可搬型放射能測定装置

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
（可搬型試料分析設備）
可搬型放射能測定装置

＜計測装置＞
計測範囲

37－91

再処理施設と共用する可搬型試料分析設備の可搬型核種分析装置は，
MOX燃料加工施設及び再処理施設から放出される放射性物質の濃度を測
定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及
び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計
とする。

機能要求②
設置要求

【代替試料分析関係設備（可搬型試
料分析設備）】
可搬型核種分析装置

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 可搬型核種分析装置
＜計測装置＞
計測範囲

濃灰色：DB設備に関する記載



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第37条 監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第３回申請 第４回申請第１回申請 第２回申請

37－92

再処理施設と共用する可搬型排気モニタリング用発電機は，可搬型試
料分析設備の可搬型核種分析装置に給電できる容量を有する設計とす
るとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守
による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

機能要求②
設置要求

【代替試料分析関係設備】
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 可搬型排気モニタリング用発電機
＜発電機＞
容量

37
－
111

再処理施設と共用する放射能観測車は，敷地内において，空気中の放
射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング量及び
計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，必要な台
数を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

【環境管理設備】
放射能観測車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 放射能観測車
＜計測装置＞
計測範囲

37
－
118

可搬型放射能観測設備は，放射能観測車が機能喪失した場合に，空間
放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定し，記録できるよう
に，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【代替放射能観測設備（可搬型放射
能観測設備）】
ガンマ線用サーベイメータ（NaI
（Tl）シンチレーション）（SA）、
ガンマ線用サーベイメータ（電離
箱）（SA）、中性子線用サーベイ
メータ（SA）、アルファ・ベータ線
用サーベイメータ（SA）、可搬型ダ
スト・よう素サンプラ（SA）

設計方針（代替放射能観
測設備の設備構成、系統
構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

可搬型ダスト・よう素サンプラ
（SA）

【機能要求②】
ガンマ線用サーベイメータ（NaI
（Tl）シンチレーション）（SA）、
ガンマ線用サーベイメータ（電離
箱）（SA）、中性子線用サーベイ
メータ（SA）、アルファ・ベータ線
用サーベイメータ（SA）

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

37
－
123

再処理施設と共用する可搬型放射能観測設備は，敷地内において，空
気中の放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリン
グ量及び計測範囲を有する設計とするとともに，ガンマ線用サーベイ
メータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用
サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（Ｓ
Ａ）及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，
必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保
する設計とし，可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）の保有数は，
必要数として１台，予備として故障時のバックアップを１台の合計２
台以上を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

【代替放射能観測設備（可搬型放射
能観測設備）】
ガンマ線用サーベイメータ（NaI
（Tl）シンチレーション）（SA）、
ガンマ線用サーベイメータ（電離
箱）（SA）、中性子線用サーベイ
メータ（SA）、アルファ・ベータ線
用サーベイメータ（SA）、可搬型ダ
スト・よう素サンプラ（SA）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

可搬型ダスト・よう素サンプラ
（SA）

【機能要求②】
ガンマ線用サーベイメータ（NaI
（Tl）シンチレーション）（SA）、
ガンマ線用サーベイメータ（電離
箱）（SA）、中性子線用サーベイ
メータ（SA）、アルファ・ベータ線
用サーベイメータ（SA）

＜計測装置＞
計測範囲

37
－
139

再処理施設と共用する可搬型気象観測用発電機は，可搬型気象観測設
備及び可搬型気象観測用データ伝送装置に給電できる容量を有する設
計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点
検保守による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する
設計とする。

機能要求②
設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 可搬型気象観測用発電機
＜発電機＞
容量

37
－
154

再処理施設と共用する環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モニ
タリング設備に給電できる容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。 機能要求②

設置要求

【環境モニタリング用代替電源設
備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― 環境モニタリング用可搬型発電機
＜発電機＞
容量

――――――
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

放射能観測車―――― ―〇

設計方針（環境管理設備
の設備構成、系統構成）
設計方針（指示、表示、
記録及び保存）
設計方針（計測範囲、警
報動作範囲）

【環境管理設備】
放射能観測車

機能要求①
機能要求②

放射能観測車は，空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測
定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメータ，ダ
ストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定器を搭載し，無線通話
装置を配備するとともに，測定値を記録できるように，測定値を指示
する設計とする。

37
－
103

―

濃灰色：DB設備に関する記載



 

 

 

 

 

３．13 別紙２ 機能要求②抜粋 

（38条：緊急時対策所） 



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

22

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保するため，外気取入加圧
モードとして，放射性物質の取り込みを低減できるよう緊急時対策建
屋フィルタユニットを経て外気を取り入れるとともに，緊急時対策所
を加圧し，放射性物質の流入を低減できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（ダクト・ダンパ）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（ダクト・ダンパ）

＜ファン＞
・容量

＜フィルタ＞
・効率
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

23

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射性物質の放
出を確認した場合には，再循環モードとして，緊急時対策建屋換気設
備の給気側及び排気側のダンパを閉止後，外気の取り入れを遮断し，
緊急時対策建屋フィルタユニットを通して緊急時対策建屋の空気を再
循環できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（ダクト・ダンパ）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（ダクト・ダンパ）

＜ファン＞
・容量

＜フィルタ＞
・効率
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

25

緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽
作業による二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生規則」で定める二酸
化炭素の許容濃度を考慮して算出した必要換気量を踏まえ，必要な非
常時対策組織の要員が一定期間とどまるために必要となる容量を有す
る設計とする。

機能要求➁
評価要求

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）
評価

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

＜容器＞
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

26
緊急時対策建屋換気設備のうち，対策本部室差圧計及び待機室差圧計
は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持した状態であることを監視で
きる設計とする。

設置要求
機能要求➁

緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

33

再処理施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風
機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時対策所内の居住性を確保する
ために必要な台数及び動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた台
数を有する設計とする。また，緊急時対策建屋フィルタユニットは，
緊急時対策所内の居住性を確保するために必要な基数及び故障時の
バックアップを含めた基数を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）

＜ファン＞
・容量

＜フィルタ＞
・効率
・容量

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回 第２回申請 第３回申請 第４回申請

緊急時対策建屋の遮蔽設備 基本方針
＜遮蔽設備＞
・厚さ
・主要材料

― ― ― ― 〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備― ― ― ―― ― ―13

7.7.1　緊急時対策建屋の遮蔽設備

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が発生した場合において
も，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどま
ることができるよう，居住性を確保するための設備として緊急時対策
所に設置する設計とする。

冒頭宣言
機能要求②



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回 第２回申請 第３回申請 第４回申請

34

再処理施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧
ユニットは，再処理施設において，気体状の放射性物質が大気中へ大
規模に放出するおそれがある場合において，待機室の居住性を確保す
るため，待機室を正圧化し，待機室内へ気体状の放射性物質の侵入を
防止するとともに，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない
範囲に維持するために必要となる容量を有する設計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））
評価

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

＜容器＞
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

41

7.7.3　緊急時対策建屋環境測定設備

　緊急時対策建屋環境測定設備は，再処理施設において気体状の放射
性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合において，待機
室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が要員の活動に支障がない範囲に
あることを把握できる設計とする。

設置要求
機能要求➁

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）

基本方針
設計方針（環境測定設
備）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

47

再処理施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，緊急時対策所
の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない
範囲内であることの測定をするために必要な台数を有する設計とする
とともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守に
よる待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

58

再処理施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備の可搬型エリアモニタ及びアルファ・ベータ線用サー
ベイメータは，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が
とどまることができることを確認するために必要な台数を有する設計
とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバック
アップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

72

再処理施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ
ニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタは，重大事
故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができる
ことを確認するために必要な台数を有する設計とするとともに，保有
数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数
を確保する設計とする。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

― ― ―54
緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，重
大事故等が発生した場合においても緊急時対策所内の線量率及び放射
性物質濃度を把握できる設計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

基本方針
設計方針（放射線計測設
備）

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

― ― ― ―― ― ― ―

66
可搬型環境モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合におい
て，換気モードの切替判断を行うために，線量率及び放射性物質濃度
を把握できる設計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」

基本方針
設計方針（放射線計測設
備）

― ― ― ―― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

― ― ― ―



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十八条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回 第２回申請 第３回申請 第４回申請

74

再処理施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ
ニタリング設備の可搬型発電機は，可搬型線量率計，可搬型ダストモ
ニタ及び可搬型データ伝送装置に給電できる容量を有する設計とする
とともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守に
よる待機除外時のバックアップを含め十分な容量を確保する設計とす
る。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

＜発電機＞
・容量

87
緊急時対策建屋用発電機は，重大事故等に対処するために必要な機能
を確認するため，運転中においても燃料の補給が可能な設計とする。

機能要求①
機能要求②

緊急時対策建屋電源設備
「電源設備」
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管・弁）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋電源設備
「電源設備」
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管・弁）

＜ポンプ＞
・揚程

＜主配管＞
・外径，厚さ

95

再処理施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発
電機は，緊急時対策建屋に給電するために必要な台数及び動的機器の
単一故障を考慮した予備を含めた台数を有し，多重性を考慮した設計
とする。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋電源設備
「電源設備」
（緊急時対策建屋用発電機）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
「電源設備」
（緊急時対策建屋用発電機）

＜発電機＞
・容量

96

再処理施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプ
は，緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必要な燃料を供給できるポ
ンプ容量を有する台数及び動的機器の単一故障を考慮した予備を含め
た台数を有し，多重性を有する設計とする。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋電源設備
「電源設備」
（燃料油移送ポンプ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
「電源設備」
（燃料油移送ポンプ）

＜ポンプ＞
・容量

101
重油貯槽は，緊急時対策建屋用発電機を７日間以上の連続運転ができ
る燃料を貯蔵する設計とする。

機能要求②
評価要求

緊急時対策建屋電源設備
「燃料補給設備」
（重油貯槽）

基本方針
設計方針（電源設備）
評価条件

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
「燃料補給設備」
（重油貯槽）

＜容器＞
・容量

105
再処理施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，外部か
らの支援がなくとも，緊急時対策建屋用発電機の７日間以上の連続運
転に必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋電源設備
「燃料補給設備」
（重油貯槽）

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
「燃料補給設備」
（重油貯槽）

＜容器＞
・容量




